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 秋 場 弘 昭 学 校 教 育 課 長  日下部 敦 子 生 涯 学 習 課 長 

 

 

◎ 議 事 日 程 

 

令和５年３月８日（水） 午前９時開議 

 

 議事日程第２号 

   日程第１   一般質問 

                                         散  会  

 

◎ 本日の会議に付した事件 

       議事日程第２号のとおり 

 

◎ 開   議 

                  午前９時 

○漆山光春議長 おはようございます。 

   本日の欠席通告議員は、４番佐藤修二議員

であります。ただいまの出席議員数は11名で

あります。定足数に達しておりますので、直

ちに本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

○漆山光春議長 日程第１、一般質問を行います。 

   本定例会における一般質問の通告者は10名

であります。質問の順序については、お手元

に配付のとおりであります。 

   １番目は５番吉田芳美議員、２番目は12番

細矢誓子議員、３番目は６番東海林信弘議員、

４番目は４番佐藤修二議員、５番目は10番木

村章一議員、６番目は３番槙正義議員、７番

目は11番石垣光洋議員、８番目は９番丹野貞

子議員、９番目は２番齋藤隆議員、10番目は

１番岡田桂司議員、以上のとおり決定してお

ります。 

   なお、通告順位４番、議席番号４番佐藤修

二議員から一般質問の通告がありましたが、

本日欠席届が提出されましたので、会議規則

第57条第３項の規定に基づき、佐藤修二議員

の一般質問は行わないこととなりました。 

   よって、本日は、６番東海林信弘議員まで

とします。 

   順序に従い、一般質問を進めてまいります。 

   一般質問の時間は、答弁を含めて60分であ

ります。終了５分前に振鈴で知らせ、60分で

打ち切ります。 

 

                  質 問 通 告 書 

                令和５年３月河北町議会定例会 

質問者氏名 質 問 事 項 質  問  要  旨 

 ５番 吉田芳美議員 

 

１ 県立河北病院につ

いて  

⑴ 令和４年５月に知事に要望した、小児医療を含

めた外来診療、救急医療などの充実について、県
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からの反応はあったのか、否か。 

⑵ 令和５年度の河北病院の医療体制、医師の増減

や診療科目の変化点はあるのか。 

⑶ 河北病院を考える会幹事会が１月に開催され

た。出された意見への町長所見を伺う。 

⑷ 「地域医療と県立河北病院を考える会幹事会」

に係る、県に対する新たな要望の骨子について 

⑸ 令和５年２月 13日開催の「第３回西村山医療提

供体制検討会」の、議論の争点と町長所見を伺う。 

⑹ 急性期対応の山形大学付属病院、県立中央病院、

山形市立済生館、山形済生病院の４病院の予約外

来は患者であふれ、長時間にわたる待ち時間が常

態化している。県立河北病院との機能分担は考え

られないのか。 

２ ひなの湯の新たな

源泉について 

⑴ 現在、第２号源泉より52℃のお湯を供給してい

る。経年劣化を含め現況をどのように捉えている

か。 

⑵ 新たに「第３号源泉」をどうするか。検討の時

期に差し掛かって来ていると考えるが、どうか。 

１２番 細矢誓子議員 １ 本町のデジタル推

進計画について 

⑴ 国で策定した「自治体ＤＸ推進計画」の取り組

みについて 

⑵ 本町のデジタル化の進め方について 

⑶ 現在実行されている本町のデジタル業務内容に

ついて 

⑷ デジタルに精通した職員の育成について 

２ 本町の小学校のあ

り方について 

⑴ 本町の現体制での問題点は何か。 

⑵ 現在行われている教育体制で教師側の問題点は

何か。 

⑶ 地区住民の学校側への意見は、どんなものが多

いのか。 

⑷ 本町の小学校のあり方の結論を、どの時点で出

されるのか。 

６番 東海林信弘議員 １ 令和４年度の河北

町ＰＴＡ連絡協議会

から提出されている

要望書について  

⑴ 溝延地内の県道皿沼河北線、県道溝延河原線と

町道高関吉原線が交差している変形５差路の安全

確保の対応について伺う。 

⑵ 荒町東地内の県道天童河北線・町道高関長表線

交差点に、ボラードを設置してはどうか。 
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⑶ 松橋地内及び溝延地内の建物など倒壊の危険性

があり、通学路として安全確保が必要なことにつ

いての対応を伺う。 

２ 人口減少に歯止め

をかける住環境整備

について 

⑴ 地元回帰を促進するための旧町民プ－ル跡地の

住環境整備について伺う。 

⑵ 都市計画マスタープランで示されたＣＣＲＣ－

Ｙ拠点整備の考えを伺う。 

 ４番 佐藤修二議員 １ 小学校統廃合に伴

う空き施設の利活用

について 

⑴ 利活用についての基本的な考え方について 

⑵ 早めの計画策定について 

 

２ 放課後等デイサー

ビスについて 

⑴ 今後必要と思うが、どう考えるか。 

⑵ 今後の計画はあるのか。 

３ 道の駅について ⑴ 道の駅のあるべき姿について 

１０番 木村章一議員 １ 気候危機から地球

を守る取り組みとし

て、既存の町民住宅や

小規模事業所の電灯

ＬＥＤ化と、冷暖房を

新型エアコンに更新

や新設することを支

援し、高騰する電気料

金や燃料費から家計

を守るようにすべき

ではないか。 

⑴ 新築の住宅だけではなく、既存の町民住宅や小

規模事業所の、蛍光灯などの電灯をＬＥＤ化する

支援をして省電力を進め、気候危機対策と、高騰

する電気料金対策を進めるべきではないか。 

⑵ 新築の住宅だけではなく、既存の町民住宅や小

規模事業所の、冷房と暖房用のエアコンの更新や

新設を支援して省電力を進め、石油ファンヒータ

ーなどからの変更も進めて、気候危機対策と、高

騰する電気料金対策を進めるべきではないか。 

２ 河北町独自で返済

不要の給付型奨学金

は高評価で、給付対象

の拡大が求められて

おり、一般財源も投入

して所得制限を緩和

してはどうか。 

⑴ 河北町独自で返済不要の給付型奨学金の給付実

績はどうか。 

⑵ 一般財源も投入して、保護者の所得制限を緩和

し、給付対象を拡大してはどうか。 

 ３番 槙 正義議員 １ 消防団員の確保、警

鐘台の撤去計画と消

防ポンプ庫の整備等

について 

⑴ 本町消防団は団員数の減少が続き、現在の条例

定数 515人に対し充足率 89％の 460人、今後も団

員の減少が続けば消防団活動に支障が出ないか心

配される。町は現状をどのように認識しているか。

また、団員確保に向けた具体的対策について伺う。 

⑵ ２月１日付の広報かほくには「消防団員大募
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集！」「今こそ女性消防団員が必要とされていま

す」と町民に消防団の加入を呼びかけているが、

特に、女性消防団員の加入促進の具体的考えを伺

う。 

⑶ 町内事業所に対するやまがた消防団協力事業所

の募集の取り組みについて伺う。 

⑷ 警鐘台の撤去計画と消防ポンプ庫の整備計画に

ついて伺う。 

２ 土砂災害警戒区域

内に該当する地区住

民の安全対策につい

て 

⑴ 鶴岡市西目地区で２人が犠牲になった土砂崩れ

を教訓に、町は土砂災害警戒区域に該当する住民

に対しどのような安全対策を行っているのか伺

う。 

⑵ 土砂災害等が予見される緊急時には、地区住民

に対し、どのように緊急連絡を行い安全確保に努

めるのか。また、河北町ハザードマップ(土砂災害)

を活用した避難訓練等の実施と検証について伺

う。 

３ 本町をＰＲするプ

ロモーションビデオ

等の作成について 

⑴ 新型コロナ収束後の経済活動と観光事業の回復

は、国内外から本町にも多くの人々が訪れること

が予想されるが、本町の文化・歴史、産業、観光

等をＰＲする正式なプロモーションビデオの作成

等について伺う。 

１１番 石垣光洋議員 １ 小学校の統合につ

いて 

⑴ 検討委員会の報告はいつ出るのか。 

⑵ 統合に向けたあり方について 

２ 農業政策について ⑴ 水田活用の見直しにより懸念されることについ

て 

３ コロナ対策につい

て 

⑴ 町の考える基本的な対策について 

 ９番 丹野貞子議員 １ 新庁舎と改修工事

後の児童動物園を活

用した賑わい創出に

ついて 

⑴ 河北町児童動物園改修基本計画設計公募型プロ

ポーザルの選定結果後の進捗状況について伺う。 

⑵ 総合計画、施政方針で「新庁舎と児童動物園を

核とした賑わいづくりに着手します」としている

が、具体的な計画はどのようなものか。 

⑶ 担当の職員は、秋田市大森山動物園など他の動

物園の視察研修に行ったと伺ったが、改修を行う

上での参考点や課題などは何か。 

⑷ 県内唯一の動物園「河北町児童動物園」を動物



 - 54 -

にも優しい環境、かつ町内外から訪れる方の癒し

になる改修を行うことについて 

⑸ 土、日、祝日は役場公園敷地を商店会、露天商

組合に開放して賑わい作りをしてはどうか。 

２ 街中活性化のため、

公営の「本屋」を開所

してはどうか。 

⑴ 新しい公共サービスとして話題になった青森県

八戸市の市営「八戸ブックセンター」などを参考

にし、「文化の町河北町」として“町営本屋”を

開所運営してはどうか。 

⑵ 新庁舎、改修工事後の動物園とともに本屋を運

営し街中の活性化を図り、また民間カフェ参入の

働きかけを行い賑わい創出を図ってはどうか。 

 ２番 齋藤 隆議員 １ マイナンバー制度

導入から現在までの

経過と今後の取り組

みについて 

⑴ 制度導入から現在までに費やした総額はいくら

か。 

⑵ マイナンバーカードの最新の申請枚数と申請率

はどうか。 

⑶ 政府が来年の秋までに実施しようとしている健

康保険証の廃止・マイナンバーカードの一体化に

向けた対策について 

⑷ マイナンバーカードの取得申請はあくまでも任

意であるということについての認識はどうか。 

 １番 岡田桂司議員 １ 河北町の農業を守

るための施策につい

て 

⑴ 河北町の新規就農者の状況について、令和４年

６月から現在まで何人なのかを、多いのか少ない

のかを含めた感想を含めてお聞きしたい。 

⑵ 継続的な農業を考えるには、新規就農者などの

農業従事者を増やすことが必要なのではないか。

どのくらいの農業従事者が必要と考えるか。 

⑶ １２月の一般質問で「若い世代に農業に関心を

持ってもらうことは大切なことと考えている」と

の答弁があったが、関心を持ってもらう施策はど

のようなものがあるのか。 

⑷ 「人・農地プラン」が「地域計画」として法定

化された。計画の策定に向けた取り組みなどお聞

きしたい。 

２ 少子化対策の１つ

として「女性の就業・

お仕事相談」の取り組

みについて 

⑴ 子育てして、子供が幼稚園に入ったので「働き

たい」を町で再就職をサポートする考えはないか。 

⑵ 女性の就業支援、不安や悩み、心配ごとの相談

などトータル的にサポートできれば子供が増える
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と考えるが、町長の考えをお聞きしたい。 

 

○漆山光春議長 それでは、一般質問に入ります。 

   最初に、５番吉田芳美議員の一般質問を行

います。 

   「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） おはようございます。 

   それでは、私のほうから３月定例議会の一

般質問を通告に従ってやらさせていただきま

す。 

   執行機関の方にお願いしたいんですが、私

がこの全文を出したのは２月20日でございま

した。半月前になりますということで、河北

病院の情勢が一部変更している変化点もござ

いましたんで、通告の内容の全文が多少違っ

ていますんで、ご了承お願いしたいと思いま

す。質問の中身は全く一緒でございます。 

   それでは、まず、河北病院のことについて、

私のほうから質問させていただきます。 

   ３月１日、県議会本会議において、西村山

選出の松田敏男県議の一般質問がありました。

質問は、西村山地域の安定的な医療提供体制

の構築にどのように取り組むか。答弁に立っ

た吉村美栄子県知事は、「西村山地域の各公

立病院の厳しい経営環境や施設老朽化、人口

や患者数の減少、医療のニーズの変化を踏ま

えていると、将来的に現在と全く同じ形で医

療提供体制を維持することは難しいと認識し

ている。各市町と連携して医療機能の集約を

進めることが不可欠で、県立河北病院と寒河

江市立病院の統合を軸に新たな医療提供体制

の構築を進めるべきと判断した。引き続き、

各市町や関係者の意見を聞き取り、持続可能

で充実した体制の構築に取り組む」との答弁

でした。 

   また、２月13日、第３回西村山医療検討会

も開催されました。「県立河北病院と寒河江

市立病院の統合視野」と新聞に出ました。ま

た、河北町は、それに対して、統合を前提と

することには反対。町民からは経営負担を軽

減するための統合と懸念していると。様々な

可能性を探ってほしいと反発したと。 

   これらの経過も踏まえ、町長に６点質問い

たします。 

   １点目は、昨年５月に今後とも河北病院が

役割を果たし、持続的な運営が図られるよう、

小児医療を含めた外来診療、救急医療などの

充実について知事に要望したことへの県の反

応はあったのか、否か、お伺いいたします。 

   ２点目は、間もなく新年度に入りますが、

河北病院の医療体制、医師の増減、診療科目

の変化点はあるのかお伺いいたします。 

   ３点目は、河北病院を考える幹事会が１月

に開催されました。出された意見への町長所

見を伺います。 

   ４点目は、地域医療と県立河北病院を考え

る会幹事会に係る、県に対する新たな要望の

骨子をお伺いいたします。 

   ５点目は、２月13日開催の第３回西村山地

域医療提供体制検討会を終えて、議論の争点

と森谷町長の所見をお伺いいたします。 

   ６点目は、急性期対応の山形大学附属病院、

県立中央病院、山形市立済生館、山形済生病

院の予約外来は患者であふれ、長時間にわた

る待ち時間が常態化しております。県立河北

病院との機能分担は考えられないのか、所見

をお伺いしたいと思います。 

   先般、町のかかりつけ医師より紹介状と予

約を取ってもらい、山形大学附属病院に私が

一応通院しました。そのときのことをちょっ

とお話しさせていただきます。 

   朝８時の到着でしたが、待合室は待機する

患者さんで混雑し、私も長時間待ちを体験し

ました。病院滞在４時間でございました。 
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   山大病院の長時間待ちへの説明は、本院に

おける外来診療では長時間お待ちいただく状

態が続いており、誠に申し訳なく、深くおわ

び申し上げます。日々、医師をはじめとする

各スタッフも改善するよう尽力しております

が、１日平均約1,200人、今年度最大1,785人

の予約の患者が来院される中、１日平均100

人の予約なし患者の方も来院されており、予

約患者の方に影響が出ないように診察してお

りましたが、現状の方法では限界があり、特

に待ち時間の改善は不可能と判断しました。

つきましては、11月より、予約制をより厳格

にし、予約患者の方を優先して診察させてい

ただく方針としますので、何とぞご理解いた

だきたいとお願い申し上げます。 

   なお、予約なし患者、紹介状をお持ちでも

予約なしで来院された場合及び予約患者の方

でも予約日以外に来院された方は予約なし患

者とします。予約なし患者の方の診療も従前

どおり行いますが、重篤な場合を除き、予約

患者の方を優先しますので、予約なしの患者

の方は待ち時間がさらに長時間になることが

あることをあらかじめご了承ください。 

   また、予約に関しては、数か月先まで埋ま

っている状況であることから、新規患者、本

院を初めて受診する方、または過去に受診歴

はあるが、おおむね３か月以上受診されてい

ない方の初診時の事前予約は、ほかの医療機

関を通じて予約する場合を除き承っておりま

せんので、あしからずご了承願います。待ち

時間の改善のために患者の皆様にもご理解と

ご協力をお願いいたします。 

   急性期医療を受け持つ山大附属病院、中央

病院、済生館、済生病院、いずれも長い待ち

時間が常態化しているようです。県立河北病

院が地域の中核で、引き続き西村山管内の医

療を牽引する必要があり、待ち時間の緩和策

として県立河北病院との機能分担は考えられ

ないのか、町長の所見をお伺いしたいと思い

ます。 

   質問事項の２に入らせていただきます。 

   ひなの湯の新たな源泉について伺います。 

   ２点質問いたします。 

   １点目は、町営第２号源泉から約50度の源

泉を供給していると。経年劣化を含め、現状

をどのように捉えているかお伺いいたします。 

   ２点目は、新たに第３号源泉をどうするか

検討の時期に来ていると思うが、どのように

お考えかお伺いしたいと思います。 

   以上、再質問を留保し、一般質問を終わり

ます。 

○漆山光春議長 ５番吉田芳美議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 おはようございます。 

   ５番吉田芳美議員の一般質問にお答えいた

します。 

   最初に、県立河北病院についてお答えいた

します。 

   １点目、令和４年５月に知事に要望した、

小児医療を含めた外来診療、救急医療などの

充実について、県からの反応はあったのかに

ついて申し上げます。 

   知事への要望につきましては、令和４年５

月に、町議会議長、地域医療と県立河北病院

を考える会副会長、県議会議員２名の方と「県

立河北病院を中心とする地域医療体制の確立

について」という要望名で提出させていただ

きました。 

   要望の内容については、今後とも県立河北

病院が役割を果たし、持続的な運営が図られ

るよう、小児医療を含めた外来診療、救急医

療などの充実や、新型コロナウイルス感染症

の拡大による医療崩壊を防ぎ、感染症患者等

の入院を受け入れることができる医療体制を

構築する上で、県立河北病院が西村山地域の
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基幹病院としての役割を十分果たすことがで

きるよう地域医療体制を確保すること等とな

っております。 

   県立河北病院の地域医療提供体制に関しま

しては、今申し上げました令和４年５月の要

望のみならず、これまで幾度となく継続して

要望を行ってまいりました。これまでの県に

対する要望の全てが満たされたということで

はありませんが、令和４年４月から県立河北

病院の内科に総合診療医が新しく着任されま

した。医療提供体制がこのように充実された

ことは、これまでの要望活動に対する県から

の応答、対応の一つであり、大きな成果であ

ると認識しております。 

   ２点目、令和５年度の河北病院の医療体制、

医師数の増減や診療科目の変化点はあるのか

について申し上げます。 

   先ほど申し上げましたけれども、令和４年

度は、総合診療内科として常勤医師が配置さ

れたことにより、診療体制の充実が図られま

した。令和５年度の体制につきましては、現

時点で申し上げられるものはございません。

ご了承いただきたいと思います。 

   ３点目の地域医療と県立河北病院を考える

会幹事会で出された意見への町長の所見を伺

う、この点について、そして４点目、「地域

医療と県立河北病院を考える会幹事会」に係

る、新たな要望の骨子について、関連いたし

ますので、２点併せて申し上げます。 

   １月12日に開催した考える会の幹事会にお

きましては、11月２日、第２回目の西村山地

域医療提供体制検討会で議論された内容、そ

してこちらから申し上げた意見などについて、

医療、介護等の代表者である幹事会の委員に

お伝えし、また２月13日の第２回検討会への

意見や要望をいただいたところであります。 

   西村山広域行政組合河北分署からは、救急

搬送の現状について、平成30年が管内搬送

58％だったところ、令和４年は48％と50％を

割り込む状況となり、山形市内への救急搬送

に要する時間も増えている状況にあるなどの

問題が出されました。このような実情、ご意

見を踏まえまして、検討委員会において配付

資料として提出させていただきました。「救

急搬送時、二次、三次医療の間のところの診

察について線引きしてしまうと空白になりか

ねない。お互い責任を持って対応するような

姿勢が最重要視されるのではないか」、「統

合・改築しても、河北病院の赤字が継続・拡

大するような病院、病院経営になるのでは意

味がない。どういう病院にするのか、建物整

備だけでなく、その後の経営をどう見通すの

か、医師をどう確保するかが重要である」、

「統合してうまくいくのか今後きちんと議論

しなければならない。結論ありきではいけな

い」、「患者側の視点に立ったメリット・デ

メリットを出す必要がある」、「県が主導的

に関与する病院として残し、医師を確保し、

経営の改善につながるビジョンを示してほし

い」と意見を述べたところであります。 

   ５点目の令和５年２月13日開催の「第３回

検討会」の議論の争点と町長所見について申

し上げます。 

   県は、西村山地域の医療現状として、これ

まで開催した検討会において出された課題を

４点にまとめました。 

   １つ目は、救急患者に加え、回復期・慢性

期の医療・介護サービスを必要とする後期高

齢者の増加に対応するため、高齢者に多い誤

嚥性肺炎、骨折、慢性心不全、尿路感染症な

どの一般入院、外来に対応する必要があるこ

と。 

   そして２つ目は、人口減少に応じて患者数

も減少していく傾向にあり、特に外来患者数

は大幅に減少すること。 

   ３つ目は、患者数の減少が医師配置数の減
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少と経営の悪化を招き、医師配置数の減少に

よる医療機能の縮小がさらなる患者数の減少

と経営の悪化を招いてしまうこと。 

   ４つ目は、多額の公費を投じて公立病院が

維持運営されているが、今後のさらなる人口

減少を鑑みれば、医療従事者の確保を含め、

今のままそれぞれの自治体が単独で病院を維

持し続けることは困難であり、将来にわたり

継続して地域住民に必要な医療サービスを提

供するためには、西村山地域の自治体と県が

協力し、病院を再編して医療機能と医療従事

者の集約を行うことにより、今後必要とされ

る医療提供体制を構築する必要があること。 

   そのため、今後、県立河北病院と寒河江市

立病院の統合を軸に検討を行いたいという考

えが示されたものであります。 

   これに対し、私からは、「地域医療に関す

る問題は住民にとって大きな関心事であり、

不安を持って注視している。赤字問題からの

医療体制の縮小、合理化というのではなく、

医療ニーズに対応できる持続可能な医療提供

体制を整備すること。そのために不可欠とな

る医師など医療従事者を確保することを明確

にすること」、「検討に当たっては、県が中

心となって責任を持つ二次医療機関としての

位置づけを将来的に堅持し、その役割を果た

すこと」、この２点を確認いたしました。そ

の上で、「今後集約し、統合することで、果

たしてよい方向にいくのか、ますます縮小、

合理化につながらないのか、それが懸念され

ていること。医療体制を見直す議論、検討を

続けていくことに異論はないが、統合を軸と

することには違和感があること。統合を前提

とする検討であれば反対であること」を意見

として述べさせていただきました。 

   ６点目の急性期対応の山形大学附属病院、

県立中央病院、山形市立済生館、山形済生病

院の４病院の予約外来は患者であふれ、長時

間にわたる待ち時間が常態化している。県立

河北病院との機能分担は考えられないのかに

ついて申し上げます。 

   急性期対応の山形大学附属病院のほか山形

市内の３つの病院で長時間にわたる待ち時間

が常態化していることについては、特に先進

医療を担う山形大学附属病院は待ち時間が長

いと伺っております。また、これまで西村山

地域から山形市内への基幹病院への救急搬送、

通院を余儀なくされていることも影響してい

るのではないかと推察しております。 

   県は、第３回西村山地域医療提供体制検討

会の中で、これまで西村山地域居住者に関し

て、高齢者に多く見受けられる入院医療の課

題を確認した上で、県立河北病院の見直しも

含め、西村山地域で分散するより機能を高め

ていくほうがよいとし、繰り返しになります

が、誤嚥性肺炎、骨折、慢性心不全、尿路感

染症などの疾患に対応できる機能を強化した

新病院を設置することで、少なくとも年間277

人は西村山地域内に入院し、療養することが

可能となること。また、山形市内に救急搬送

されている年間131人を身近な地域の病院に

搬送、入院することが可能になるとしており

ます。西村山地域の新病院に求められる医療

機能のイメージとして、「脳卒中、急性心筋

梗塞、がんなど高度で専門的な治療が必要な

疾患については、山形市内の三次救急医療機

関等で対応することを前提とする」、そして

「中等度から比較的軽度な救急患者への対応

のほか、高齢者に多い誤嚥性肺炎等の疾患の

一般入院、外来に対応する」、「専門的な急

性期の治療を終えた回復期や慢性期の入院患

者に対応する」、そして「地域に密着した基

幹病院として、地域医療、介護施設と連携し、

患者の入退院を支援する」という４つの基本

的な考え方を示しております。 

   それらを満たす新たな医療体制が構築され、
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常態化している待ち時間が少しでも緩和され

るか。この点については、これからの検討の

中で、十分精査、確認していく必要があると

考えております。 

   なお、県に確認したところ、待ち時間解消

について具体的に議論する場は存在しないが、

村山地域での全体的な問題を含め協議を行う

村山地域医療構想調整会議などで課題共有や

現在行われている西村山地域医療提供体制検

討会での問題提起などを行いながら解決への

方向を探ることもあるのではと見解をいただ

いております。 

   次に、ひなの湯の新たな源泉について申し

上げます。 

   １点目、現在、２号源泉より52度のお湯を

供給している。経年劣化を含め現況をどのよ

うに捉えているのか、この点について申し上

げます。 

   町が最初に掘削した源泉については、昭和

39年に町の地下資源調査が開始され、昭和41

年、温泉掘削を県に申請、同年８月から地下

300メートルを目標にボーリング作業が行わ

れました。昭和42年２月８日、31.6度、毎分

120リットルの温泉が自噴し、これが第１号源

泉となり、町民の憩いの場として昭和45年９

月14日に河北町国民保養センター、愛称「河

北荘」が完成いたしました。 

   河北荘のオープンから15年を経過した昭和

60年、第１号源泉の温度の低下と湯量の減少

により、新たな源泉の掘削に着手、昭和61年

に第２号源泉の掘削に成功し、同年７月１日

に開所式を執り行いました。第２号源泉は、

河北荘の敷地内において地下780メートルま

で掘削し、源泉温度は50度、毎分180リットル

の湯が出る温泉となっております。平成11年

６月には河北町ふれあい交流施設べに花温泉

ひなの湯がオープンし、今年で26周年となり、

町内外のたくさんのお客様からご利用いただ

いております。 

   しかしながら、昨年１月24日に源泉の濁り

が発生し、原因とその安全確認のため、１月

24日から２月９日まで臨時休館とさせていた

だきました。さらに、昨年12月24日にも源泉

の濁りが再度発生し、12月24日から12月27日

まで臨時休館の対応を取り、安全確認後に営

業を再開しております。この源泉の濁りにつ

いては、まだ原因が明確になっておらず、源

泉をくみ上げるポンプの管が破損しているの

ではないかという関係機関からのご意見をい

ただいております。 

   現在は２号源泉を使用をしておりますが、

昨年発生した源泉の濁りはいつ発生してもお

かしくない状況にあります。この濁りの原因

が不明のままでポンプの管を修繕しながら使

い続けていくのか、または新たな場所に源泉

を掘るのか検討していかなければならない時

期に来ているというふうに認識しております。 

   ２点目の新たに「３号源泉」をどうするの

か、検討の時期に差しかかってきていると考

えるが、どうかについて申し上げます。 

   近隣施設の状況を見ますと、現在、天童の

最上川温泉ゆぴあでは、湯量の安定供給を図

るため、第３号源泉として10月から今年３月

末までの半年間で掘削工事を進めていると承

知しております。また、寒河江花咲か温泉ゆ

～チェリーは、２つの源泉を使った泉質の違

う浴槽を持っており、村山市クアハウス碁点

と尾花沢市の徳良湖温泉花笠の湯では、源泉

２本を交互運転で使用していると伺っており

ます。 

   掘削については、既存の源泉に近い距離で

新たに掘削すると源泉の水位が低下しやすく

なるとも言われており、町では今後、施設管

理者のべに花の里振興公社や地質調査業者な

どと源泉をくみ上げる管を修理しながら使い

続けていくのか、新たに源泉を掘るのか、ま
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たほかの方法で進めていくのか、温泉の新た

な活用方法も含め、検討を進めてまいりたい

と考えております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○漆山光春議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

   町長におかれましては、非常に、県立河北

病院のことで、心中大変な状況かなというふ

うなことをご推察申し上げます。ただ、町民

の感情としては、紙面に、やはり寒河江市立、

県立河北というふうな内容が、文字が躍って

いると。そして、なおかつ西村山検討会のほ

うを主導している副知事、そして、この３月

１日、県議会の本会議で、吉村知事から統合

を軸に考えると、そういうふうなお話がはっ

きりと議場で出たというふうな内容について

は、私は非常に森谷町長が、いろんなことが

あるんだと。２案もあるし、３案もあるんだ

と。その方向性の話合いがきちんと行われな

いままに、結論はこうだと、そういうふうな

状況に至っているのかなというふうに私自身

やっぱり考えるところであります。 

   ４月以降、ワーキンググループを用いて

様々な検討を行うというふうなことになって

はおりますが、どのようなスタイルで、河北

町が、河北病院の存続ありきというふうな内

容の下に進むのか。また、どんな、何という

か対応の中で、それを勝ち得ていくのか。そ

して、町民の後押しがあるような形で、いい

病院になるようにするためにはというふうな

ことで、様々な議論する必要がこれあるわけ

なんですが、山形県のワンツーがこうだとい

うふうなことを出したときに、森谷町長も、

県の職員として長くその行政に携わった方と

して、覆すだけの材料があるのかと、そうい

うことが私はちょっと心配であります。その

辺のところについて、森谷町長のちょっとお

考えをお聞きしたいと思います。 

○漆山光春議長 「森谷町長」、町長、自席で。 

○森谷俊雄町長 失礼しました。 

   私の臨み方ですけれども、ワーキングもあ

りますけれども、副知事、あと１市４町の首

長、その中で３回目までの議論を進めてきま

した。私は、基本的なスタンスについては、

１回目、２回目、３回目、その中で一貫して

申し上げてきたつもりでありますし、基本的

なベースとなる意見は申し上げてきたつもり

でおります。そのために、ただ会議に臨むん

ではなく、あらかじめ関係者のご意見も集約

し、フィードバックしながら、具体的な資料

として、あと河北分署のデータ、そういった

ことも示しながら、ただ発言するだけでなく、

その発言のよりどころとなっている町民の

方々のご意見、そして実態、そういったこと

も含めて臨んできたつもりであります。この

姿勢は、今後のワーキンググループ、さらに

は引き続き検討会は設置されます。その場で

も、私はしっかり揺らぎない決意の下で議論

に臨んでまいりたいと。 

   ３月の議会での、県議会における、議員も

ご紹介された知事からの統合を軸として検討

を進めると判断したんだということについて

は、第３回目で示された検討会で、事務方か

ら提示のあった検討の方向性であり、それを

議場の場で、知事の答弁として発言されたと

いうことであると。それ以上でもそれ以下で

もないと私は思っております。 

   私として、全力を尽くして、これからの協

議に臨んでいきますし、担当課長のワーキン

ググループでの議論の動向についても、逐次

担当課長から報告を求め、ワーキングに臨む

に当たって、私と担当課長といいますか、し

っかりすり合わせをしながらワーキングに臨
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んでもらいたいというふうにも思っておりま

す。 

   ただ、やはり大きな肝は、今のままの医療

体制そのままでは立ち行かないんだという点、

これについては、やはりご紹介あった山形で

行く場合の町民の６時間もかかってしまうと、

そういった実態。そういった意味で、今の河

北病院のままで、ただ残ればいいのかと。や

はり町民のため、寒河江、西村山地域のため、

ひいては村山全体の医療のために、あるべき

医療体制をしっかり確保するんだと。赤字縮

小、一般財源からの繰り出し、その縮小のた

めの見直しではないと。これは、知事の答弁

の中でも、それは答弁の中には織り込まれて

いると私は見ております。したがって、そこ

を突き詰めていく必要があるというふうに思

います。 

   人口は確かに減っています。でも、それ以

上に患者が減少しているんです。これが事実

です。じゃ、人口減少を上回る患者減少は何

なんだと。端的に言えば、お医者さんがいな

いからです。すぐ診てもらえるお医者さんが

いないからです。そういった意味で、どうい

う病院に新しい病院をつくるのか、それをど

う経営していくのか、その一丁目一番地は医

師確保だと私は確信しております。医師確保

なくして経営はありません。お医者さんに診

てもらうために患者さんは行くんです。釈迦

に説法ですけれども、力が入って申し訳あり

ません。そういった決意で臨んでまいりたい

と、私の所信の一端を申し上げるために申し

上げました。 

   なお、その医師確保というところを中核に

据えて、そこを一丁目一番地にした議論にし

ないと、知事も言っている、県も言っている、

医療機能の集約。確かに集約は、よりよい医

療につながるかもしれませんけれども、そこ

に医師確保が前提になければ、集約イコール

今度は縮小加速につながりかねないと、私は

そこを心配しています。 

   あともう一つ、県が中心的役割を、責任を

果たすことが不可欠なんだと、この２点です。

これは３回目の検討会の中でも、私、今の冒

頭の答弁でも申し上げましたけれども、県の

ほうに確認いたしました。その方向について

は、県のほうからは、経営は、いい医療を提

供する結果としての経営だと。経営のための

医療の検討ではないと、そこは明言して回答

を得ております。それは、先般の代表質問で

の知事の答弁にも織り込まれていると私は読

み取っております。 

   ただ、議論は続くとはいえ、楽観視できる

というものではないと思います。責任ある知

事、責任ある県として、県としての方針を述

べているわけであり、これを覆すということ

については、私も全力で邁進いたしますけれ

ども、町民はもとより、町議会の後押しもぜ

ひお願いしたいと私は思っております。以上

です。 

○漆山光春議長 「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） ありがとうございまし

た。 

   私も、今回、県立河北病院のことで質問す

るのは、一応３回目というふうな状況になっ

ています。何かの形で、私もやっぱり県立河

北病院を応援したいというふうな内容で、今

回、山大のほうに行かせていただきました。

これも、健診センター、人間ドックのほうで、

いつも引っかかるやつがあると。かかりつけ

のお医者さんもいるんですが、最新設備の整

ったところで10年に一遍ぐらいは検査をした

いと、そういうふうな申出をして紹介状を書

いていただいて行ったと。 

   そして、済生館病院にも私行かせていただ

きました。通院、２回しております。病院関

係は、とにかく８時から５時までは患者さん
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で本当にあふれ返っています。河北町の個人

病院なんかも、相当お客さんというか患者さ

んで、たくさんというふうな内容で、いずれ

患者が減ってくるであろうというふうな観点

じゃなくて、今の今を私は何とかしてほしい

と。今、我々生きている皆さんが医者に行っ

たときに、３時間も４時間も待たせられて、

元気な体が元気でなくなってから診てもらっ

たって遅いわけですよ。そういうふうな観点

も含めて、河北病院が山形市内４つの病院の

サポートをできるような医療体制が構築でき

ればありがたいと、そういうふうなことをす

ごくやっぱり思いました。 

   私の後ろのほうでは、大蔵村から私５時に

出てきたんですよとか、そういう方もいまし

た。そして、河北町から山大のほうにタクシ

ーで行くとどのくらいかかるのといったら、

葉山タクシーさんのほうが9,000円台ですね

と。でも、８時ぐらいになると、いろんなと

ころから車椅子の、何というか自家用車がい

らっしゃるというような内容で、もう８時半

ぐらいには全て満車。中央病院もそうです。

済生病院もそうです。とにかく今の状況を何

とかすると。そうした場合、やっぱり村山管

内で、唯一そういった内容をやろうと思えば、

緩和できるのは、県立河北病院しか私はない

と。そういうふうな気持ちを今回の病院に通

院して非常に思った内容でした。 

   特に済生館は、７階の立体駐車場です。日

頃、この辺のところを走っている80代、70代

の方が、あそこの立体駐車場に入って、ぐる

ぐるぐるぐる、どこ空いている、どこ空いて

いるなんていうやつは、なかなか難しい話で

すよ。新しく一応病院のほうは建て替えると

いうふうな話にもなっていますが、やはり河

北町民のみならず、西村山郡全体のそういう

方々が、ある程度広いところで、ゆったりと

駐車場の不便なんかも何もなくて、設備、医

師を整えていただければ、そういうことが今

にでもできるというふうなことを、ぜひ町長

のほうには訴えていただいて、県立河北病院

の存続ありきのほうにつなげていっていただ

ければ幸いかなというふうに思っております。 

   続いて２番目の質問なんですが、明日明日

４月というふうな内容で、河北病院の一応体

制ということで、組織のことなんでご勘弁願

いたいというふうな内容なんですが、私も去

年10日ほど入院して、そして半月板損傷とい

うふうな内容で、すっかり体調も戻って、先

生がいろいろお話したときに、私今度異動す

るんですよというふうなお話も一応聞きまし

た。異動されるのはいいけれども、その異動

した後にちゃんといるんでしょうねというふ

うに聞きたいわけですが、なかなかそんなこ

とも聞けませんので、４月以降、河北病院が、

お医者さんがまた減っているんですよとかと

いうふうなことがならないのかなというふう

なことをすごくやっぱり懸念したと。 

   常勤医師さん、平成20年のときに34人だっ

た方が今は21人というふうな内容で、毎年毎

年少しずつ減らされ続けてきていると。それ

が我々知らないうちにまた１人減っていまし

たと。診療科目がちょっと減りましたという

ふうな内容じゃなくて、やはり町全体で、今

の河北病院どうなんだろうというふうなこと

をよく注視していただきたいなというふうに

思っている次第です。 

   総合医療のほうの先生とも顔をちょっと合

わせました、去年。なかなか評判のいい先生

で、あの先生を頼って多くの方が、患者さん

が、やっぱり幸せになれるような対応をぜひ

やっていただければなというふうに思ってい

る次第です。 

   あとは、いろいろ検討会というふうな内容

で、各会というか、西村山広域消防署のほう

の救急搬送の問題、なおかつ河北町の医師会
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の会長さんのお話、区長会の話、様々レポー

トを読まさせていただきました。まさにあの

とおりだと思いますんで、その声を森谷町長

には代弁していただいて、しっかりと、また

我々の町に県立河北病院が存続できるような

形をつくり上げていっていただきたいなとい

うふうに思っております。どんどんと我々議

会全員に対しても、町長が様々なことを言っ

ていただけて、そして町民全体でそういうふ

うな形をつくるようにしていただければなと

いうふうに思っている次第です。 

   ワーキンググループ、４月からスタートす

るんだというふうな内容が先ほどお話ありま

したが、今３月８日、どんなベースでやろう

としているというふうなことで、県のほうか

ら伝わっている情報があればお聞かせくださ

い。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 ワーキンググループ、新

たな医療提供体制に係る今後の検討について

というふうなことから、これから西村山地域

医療提供体制の検討会については、そのまま

継続して検討を進めるというふうなこと、ま

ず１つあります。 

   それで、ワーキンググループにつきまして

は、その中でも、より具体的な検討を進める

検討組織というふうなことを考えているよう

でございます。その仮称で現在ワーキンググ

ループというふうになっておるところでござ

いますが、その目的は、県立河北病院及び寒

河江市立病院の統合を軸とした西村山地域の

医療提供体制に関する具体的な検討を実施す

るというふうな内容でございまして、その構

成につきましては、寒河江市、河北町、西川

町、朝日町、大江町の所管課長、それとあと

山形県健康福祉部、病院事業局、村山保健所

等の所管課長らで構成されるというふうに今

のところ聞いております。 

   協議事項で、現在のところ４つの定めがご

ざいまして、１つが西村山地域における医療

提供体制に係る現状と課題、あと２つ目が西

村山地域において必要となる医療機能、あと

３つ目が新病院の設置に向けた課題と具体的

な進め方について、あと４つ目が新病院と西

川町立病院及び朝日町立病院の連携の在り方

についてということで、設置時期は令和５年

４月からというふうなことで決まっている内

容が現在の全てでございます。 

○漆山光春議長 「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） しっかり河北町のスタ

ンスを保って頑張ってやっていただきたいと

いうふうに思っております。 

   山大病院のほうに、紹介状がないと7,700

円取られるんですよ、7,700円。紹介状がない

と診ていただけませんので、そして２回目の

再診時のときには3,300円取られるんですよ。

トータルで１万円。紹介状がないと山大のほ

うにはかかれませんと。ですから、町のかか

りつけのお医者さんとしっかりと相談した上

で、やはりたまにはいい病院で、機材の整っ

たところで、自分の健康管理をしっかりと行

うというふうな内容が大事かと思いますんで、

そういった内容もあるということを思ってい

ただければ結構だと思います。済生館もそう

でした。紹介状がないと見ませんよと、そう

いうようなことを一応言われております。 

   とにかく病院問題については、我々一人一

人全員が関わってくる問題になりますんで、

今の、今生きている我々が病院に行ったとき

に、安心して対応していただけるような病院

の設置というやつを私は希望したいと思いま

す。 

   続きまして、第２番目のひなの湯の源泉に

ついて触れさせていただきます。 

   町営の第１号の前に、河北町の温泉として

は、松の家さんというところがありました。
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私のうちのすぐ近くです。あそこは個人でお

湯を掘ったんだと。奥さんから話を聞いたと

ころ、276メーター掘ってお湯が出てきたと。

31度のお湯でしたと。そして、今もその温泉

は自噴でぼこぼこ出ています。これ、ただ排

水溝を伝って流れているというような状況で

す。そして、町営の第１号が下野地区のほう

の、この土手のところに一応つくられたと。

あれも一応、同じぐらいの300メートル前後の

やつですんで、30度近くだと。やっぱり今の

世の中、30度では熱をかけないとやはりなか

なか採算取れないというふうな内容になりま

すので、最低でもやっぱり50度以上のやつが

欲しいなというふうな状況だと思います。 

   今の第２号源泉が780ぐらい掘って50度の

お湯が出てきたと。それで今恩恵を受けてい

ると。しかし、もう既に何十年もたっていま

すよというふうな内容ですので、780メートル

の土管をきれいに掃除するやとこういうふう

になったときには、大変な大ごとにやっぱり

なっちゃいますんで、どこの自治体も、第２

号源泉、第３号源泉というふうな内容で、今

トライしている時期に来ているのかなという

ふうにちょっと思っている次第です。 

   遠く離せないとお湯が掘れないのかという

ふうなことも、そうそう問題なく、多分深さ

によってお湯の流れが違ってきますんで、

1,000メートル近くのお湯を掘るために、あの

辺の敷地の中でやっていただければなという

ふうに思っています。 

   やっぱりお湯を切削するとなったときに、

20メーター、30メーターぐらいの場所がきち

んと確保できないと、なかなか駄目だと。そ

して、騒音、これが住宅地だとうるさいとい

うふうに当然怒られますんで、そこも離さな

くちゃいけないと。そうしたときに、ひなの

宿にお泊まりいただいた方がうるさくて眠れ

なかったと、そういうふうなことでも困るし、

最低でも100メーター近くをちょっと離さな

くちゃいけないかなというふうに思ったとき

に、今の町民プール、あと産直、あそこ広い

駐車場になっているわけなんですが、少し端

のほうにすれば、掘れるスペースは非常にあ

んのかなあと。あと今、下野のほうはＬ字道

路というふうな内容で、様々やっています。

あの辺のところも、耕作放棄地みたいなとこ

ろもありますんで、おらえの畑からお湯掘っ

てくれと、そういうふうな希望者なんかもお

りました。そういったことをいろいろ考えて、

検討するというふうな内容で、いつまで検討

するというやつが今回の答弁では全くなかっ

たんで、私は、１日何千何百人と押し寄せる

というふうな内容で考えたときに、お湯を枯

らすべきではないなと。安全策を取って少し

やっていったほうがいいんじゃないかなとい

うふうに思いますが、公社の社長さんいらっ

しゃいますんで、河内副町長から、ちょっと

その辺のところをお考え、お願い申し上げま

す。 

○漆山光春議長 「河内副町長」 

○河内耕治副町長 議員ご指摘のとおり、今２号

源泉を使用いたしまして、多くの方からご利

用いただいているところでございますが、昨

年濁りが急に発生いたしまして、どのように

推移するかを見極めまして、かつ温泉の安全

性を確認しまして、しばらく休みをいただい

て再開させていただきました。 

   そのときは、次にまた来たらどうするかと

いう心配はあったんですが、残念ながらまた、

状態は１回目とは違っておりましたけれども、

濁りが発生いたしまして、同じように早急に

安全性の確認をいたしましてから再開をさせ

ていただいたところですが、また発生する可

能性は非常に大きくなったのかなというふう

に思っております。 

   そういったことも含めまして、１回目の濁
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りが発生した時点から県の温泉協会さんのほ

うにもお伺いをいたしまして様々なご指導を

いただいてはおります。 

   ただ、３号源泉、新たに掘りますと、現時

点で、諸物価高騰などもあるかとは思います

が、現時点で１億から２億の間、１億5,000

万を超えるような金額が費用として発生して

くるというふうに見ているところでございま

す。ただ、仮に、すぐじゃ掘りましょうとい

うことで予算化を図って議会からもご承認い

ただきまして着手するといたしましても、現

在の２号源泉で毎日1,000人近いお客様が来

てくださっているわけでございますので、そ

ちらを止めるというわけにもいきませんので、

議員おっしゃるように、新たな別の場所に３

号源泉を掘ると。あわせて、現在濁りが発生

する原因を突き止めまして、まずは３号源泉

が確保できるまで、２号源泉を何とか利活用

を継続できるような方法も今検討させていた

だいているところでございます。 

   改めて予算計上ということを今後進めてい

きたいというふうには考えておりますが、そ

ういった状況で進めさせていただきたいとい

うふうに今のところは考えております。 

○漆山光春議長 「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） ありがとうございまし

た。 

   お風呂の愛好家の方からいろいろ聞きます

と、そっちこっち温泉に行っているんだと。

しかし、あったまるのは河北町のひなの湯だ

と、そういうふうなお話をしょっちゅう聞き

ます。確かに、お風呂から上がっても、うち

に帰っても、体がほてっているというふうな

感触を受けますんで、ぜひ、ああいうふうな

良質のお湯があそこにあれば、もっともっと

そのお湯を生かしたにぎわいの交流エリアに

私はなってくるのかなというふうに思います。

ぜひ、Ｌ字道路の開通と併せて、新しい３号

源泉があの地で噴き上がるということを夢見

て、私の一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○漆山光春議長 以上で５番吉田芳美議員の一般

質問を終わります。 

   ここで10時15分まで休憩とします。 

     休 憩  午前 ９時５７分 

     再 開  午前１０時１１分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、12番細矢誓子議員の一般質問を行い

ます。 

   「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） それでは、３月定例議

会、２番目、12番、一般質問を行います。 

   私の質問事項は２点ございます。 

   最初に、質問事項１、本町のデジタル推進

計画についてお尋ねをいたします。 

   森谷町長は、１月17日告示日に無投票で当

選を決められ、２月５日から２期目の町政執

行に入られました。 

   １期目当初からコロナ対策に翻弄され、そ

れに引き続き７月下旬にはこれまで経験した

ことがない未曽有の水害に見舞われ、12月に

は豪雪対策と、１年間で３つの特別対策室を

設置する異常な事態の中で、その対策にしっ

かり対応されて成果を上げられてこられたと

認識をしております。自然現象の猛威に翻弄

されたと言っても過言ではない１期目であっ

たと考えています。 

   しかし、そんな情勢の中でも、河北町独自

の子育て支援策の一つである学校給食費半額

補助やかほく安心子育て応援給付金制度など

を打ち立てて、本町の子供たちへの支援策を

揺るぎなく執行されてきたことを高く評価を

するものであります。 

   しかし、時の動きは早く、日々社会情勢は

変化をもたらし、新たな課題や問題も多く発

生しています。それらに対してもしっかり対
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策を掲げて取り組んでいくことが肝要である

と考えています。 

   今、私たちの生活の中に様々なデジタル技

術の活用が入ってきて、とても便利だと思う

ことが多くなってきています。そのようなデ

ジタル技術を行政の中にも取り入れていく動

きが各自治体でも見受けられてきています。 

   そこで、質問要旨１、国で策定した「自治

体ＤＸ推進計画」の取組についてお尋ねをい

たします。 

   自治体ＤＸ推進計画とは、自治体デジタル

トランスフォーメーションと言われているも

ので、現在、国ではデジタル社会構築に向け

た各施策を効果的に実行していくためには、

国が指導的な役割を果たしつつ、自治体全体

として足並みをそろえて取り組んでいく必要

があるとし、自治体が重点的に取り組むべき

事項・内容を具体化するとともに、総務省及

び関係各省による支援策等を取りまとめて、

自治体ＤＸ推進計画として策定するとしてい

ます。 

   本町においては、自治体におけるＤＸ推進

の意義や取り組む施策内容などは把握されて

いるのかをお聞きします。 

   質問要旨２、本町のデジタル化をどのよう

に進めていくのかについてです。 

   総務省の自治体ＤＸ推進計画の目標は、自

らが担う行政サービスについてデジタル技術

やデータを活用して住民の利便性を向上させ

る、デジタル技術やＡＩ等の活用により業務

効率を図り、人的資質を行政サービスのさら

なる向上につなげていくとしています。 

   それでは、本町では、どのような目標を掲

げて進めていかれるのかをお尋ねをいたしま

す。 

   質問要旨３、現在実行されている本町のデ

ジタル業務の内容について 

   町民一般の人たちが望む公共手続の利便性

は、窓口業務の簡素化ではないかと考えます。

２月７日付の山新の記事の中に、「天童市『書

かない窓口』開設」の見出しで、デジタル活

用の記事が掲載されていました。県内13市で

は初めてのことで、手続にＤＸ技術活用が生

かされ、面倒な書くことの手間が省け、デジ

タルがあまり得意でない人たちでも簡単に手

続ができるという内容が書かれていました。

生活する上で、様々なところで便利だと思わ

れる仕組みづくりが生み出されています。 

   本町においては、どのような業務に採用さ

れているのか、お聞きをいたします。 

   質問要旨４、デジタルに精通した職員の育

成について 

   デジタルに関しては、専門性の高い職種で

はないかと考えますが、職員皆さんがある程

度の知識を身につけることがとても大事であ

ると考えています。そのための方法をどのよ

うに計画し、実行していかれるかをお尋ねい

たします。 

   質問事項２、本町の小学校の在り方につい

て 

   私は、現在、厚生文教常任委員会に所属し

ています。本年１月18日に委員会が開催され、

義務教育学校と小中連携、小中一貫校を課題

にして担当課から説明を受け意見を交換させ

ていただきました。なぜ委員会を開催したか

というと、昨年委員会が11月に実施した長野

県佐久穂町の小中一貫教育を視察しての感想

から出たものです。 

   現在、子供たちの数が著しく減少傾向にな

ってきています。これまでどおりの体制で、

しっかりした教育ができるのかを疑問視する

声が多々聞こえている現状があります。 

   河北町第８次総合計画の中では、基本的施

策として、小学校の在り方については、就学

年齢人口の動向を踏まえ、教育関係者や保護

者、地域住民など町民各層の議論を重ね、子
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供たちにとって、よりよい教育環境の構築を

目指し検討するとしています。 

   これまで何回も小中学校の在り方や教育環

境の整備について議論が重ねられてこられた

のだと認識しています。就学年齢人口がだん

だん少なくなり、令和６年に１校、８年、９

年にも１校ずつ複式学級になるという実態が

本町で起きています。 

   私は、決して複式が悪いということではあ

りませんが、望ましい学校の在り方として、

１学年３クラス編成が最良だと言われている

ことを考慮して、教育関係者や地域住民の

方々、保護者の方々の意見を十分尊重し、し

っかり理解し合い、同じ方向で進んでいく道

筋をつくることが肝要であるとともに、スピ

ード感を持った対応が望まれるのではないか

と考えます。 

   そこで、質問要旨１、本町の現体制での問

題点は何か。 

   質問要旨２、現在行われている教育体制で、

教師側の問題点は何か。 

   質問要旨３、地区住民の学校側への意見は、

どんなものが多いのか。 

   質問要旨４、本町の小学校の在り方の結論

をどの時点で出されるのか。 

   町長のお考えをお聞きします。 

   再質問は留保し、質問を終わります。 

○漆山光春議長 12番細矢誓子議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 12番細矢誓子議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、本町のデジタル推進計画について

お答え申し上げます。 

   １点目の国で策定した自治体ＤＸ推進計画

の取組について申し上げます。 

   デジタル化の推進につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症への対応において、国・

地方公共団体でのデジタル化の遅れや煩雑な

手続による支援の遅れなどの課題が明らかに

なったことを契機として、様々な行政手続に

来庁が必要なことや行政サービス提供に必要

なマンパワーが不足してくることなどをデジ

タル化によって解決しようとする、いわゆる

デジタルトランスフォーメーションの必要性

が広く認識されたところであります。 

   国では、令和２年12月にデジタル社会に向

けた変革の基本方針の中で、目指すべき社会

のビジョンを「デジタルの活用により、一人

ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶこと

ができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一

人残さない、人に優しいデジタル化～」と示

すとともに、自治体におけるデジタル社会の

構築に向けた取組を着実に進めていくため、

自治体ＤＸ推進計画を策定いたしました。 

   この自治体ＤＸ推進計画では、自治体が取

り組むべき重点事項として、自治体情報シス

テムの標準化・共通化、マイナンバーカード

の普及促進、自治体の行政手続のオンライン

化、自治体のＡＩ・ＲＰＡの利用推進、テレ

ワークの推進、セキュリティー対策の徹底、

この６つが掲げられ、それぞれについて取組

方針と国の支援策が示されております。 

   デジタルトランスフォーメーションは、単

に紙の資料を電子データに置き換えるような

デジタル化にとどまらず、社会全体がデジタ

ル技術の恩恵を受け、人々の生活自体がより

よくなる、そういった改革をするものであり

ます。最も住民の身近で行政サービスを提供

している市町村が自治体ＤＸとして行政プロ

セスの変革を伴うデジタル化に取り組むこと

は、住民の利便性向上、ひいては国の示す社

会ビジョンの実現へ大きく寄与するものであ

り、自治体がＤＸを進める意義であると認識

しております。 

   次に、２点目の本町のデジタル化の進め方
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について申し上げます。 

   本町としても、デジタル化については、多

様化する行政サービスへの対応や少子高齢化

に起因する人材の確保などの課題解決に不可

欠なツールであると考えております。 

   現在、様々な市町村において工夫を凝らし

た取組が進められておりますが、中にはデジ

タル技術を導入したことにより、住民に混乱

を招いたり、職員の業務が逆に増してしまっ

たりする事例もあると聞いております。また、

令和７度末を目途に自治体システムの標準

化・共通化の取組が進められております。そ

れらも踏まえながら、しっかり検討していく

必要があると考えております。 

   ＤＸの推進に当たっては、ＤＸを目的でな

く手段として捉え、住民の利便性の向上、行

政事務の効率化、この両面から本町に適した

デジタル化を推進してまいりたいと考えてお

ります。 

   なお、令和５年度の予算の中で、業務プロ

セスの自動化、ＲＰＡの調査に要する費用を

計上しております。業務効率化に向けた検討

を進め、住民、職員ともに負担なく利便性の

向上及び業務効率化が図られるよう、調査・

検討を進めてまいります。 

   次に３点目、現在実行されている本町のデ

ジタル業務の内容について申し上げます。 

   これまで本町では、県のｅ申請システムや

国のマイナポータルを活用して、採用試験の

申込みや新型コロナワクチン接種の申込みを

電子化するなど、申請手続に係る利便性の向

上に努めてきたほか、今年度実施いたしまし

た電気料金等の高騰に伴う１世帯当たり１万

円を給付する事業におきましても、電子申請

に対応したところであります。 

   また、今年の２月からマイナンバーカード

を活用した転入・転出手続の電子化により、

原則役場への来庁が不要となるよう取り組ん

でいるほか、今年の５月を目途にＱＲコード

を活用した納税手続の電子化により、オンラ

インでの納税が可能となるよう鋭意調整を進

めております。今後とも、切替え可能な手続

から順次デジタル化を推進し、町民の利便性

向上に努めてまいります。 

   次に、４点目、デジタルに精通した職員の

育成について申し上げます。 

   多岐にわたる分野・領域において、デジタ

ル化を進めていくためには、業務をよく知る

担当職員がデジタル化による効率化やサービ

スの向上の取組を自律的に推進できる体制を

整備し、デジタル化を推進する人材が特定の

部署に偏らず、庁内に広く存在するようにし

なければならないと考えております。 

   そのためには、全職員がデジタル化につい

ての基本的な知識を持つことができるよう、

専門家による研修の実施や他自治体の取組事

例の情報共有などを進めていく予定でござい

ます。また、ＩＴ関係職の経験を持つ社会人

の採用募集についても引き続き行い、本町の

デジタル化を推進してまいりたいと考えてお

ります。 

   次に、本町の小学校の在り方についてお答

えいたします。 

   １点目の本町の現体制での問題点は何かに

ついて申し上げます。 

   現体制では、一定の規模や人数が確保され

ないことにより、例えば体育や音楽などでの

本来の子供たちの学びに大きな制約を受ける

ことがあると捉えております。また、クラス

替えができないことにより、人間関係が固定

化する懸念があること、教員の数が少ない中

で、専門的な指導や分担が困難になることな

どが考えられます。 

   ２点目、現在行われている教育体制で教師

側の問題点は何かについて申し上げます。 

   主に、小規模校における問題点としては、



 - 69 -

教員１人当たりの校務、学校の業務でござい

ます校務の負担の増加が挙げられます。教員

の人数が少ないために、１人当たりの校務量

が多くなることや、複式学級においては１時

間の授業内で２つの学年の勉強を教えなけれ

ばならず、教材研究にも多くの時間を費やさ

なければなりません。さらには、教職員の人

員に余裕がないため、教員が休んだ場合や出

張がある場合は、代わりの教員が確保できず、

児童に自習をさせることが多くなります。ま

た、新採職員が増加している現状の中で、担

任力をつけるためには、ある程度の経験や専

門性を持った教員がそろっていなければなり

ませんが、教員数が少ないことから、担任力

や教員集団としてのチーム力が上がらないこ

となども挙げられます。 

   それらの対応策の一つとして、町内の小学

校間、小中学校間において教員が授業研究会

に積極的に参加し、授業力の向上が図られる

よう取り組んでおります。来年度は、さらに

小学校間、小中学校間の連携を深め、複式学

級についての研究・研修や教員の学校間交流

を進めていく予定であります。 

   ３点目の地区住民の学校側への意見は、ど

んなものが多いかについて申し上げます。 

   小学校の在り方についての地区懇談会にお

ける意見の一部を紹介いたしますと、「統合

の方向で見通しを出してほしい」、「小中一

貫校にすればいい」、「統合を早急に検討し

てほしい」という統合を推進する意見が多い

一方で、「現状のままでよい」、「地区に学

校がないと地区に元気がなくなる」、「小さ

い学校でも自主性が育つ」という現状維持の

意見や、「児童の意見を聞いたほうがいい」、

「学校規模が小さいと先生の数が減る」など

の意見もございました。また、西部小学校で

は、今年度から３年生から６年生までの複式

学級に加え、１年生、２年生も複式学級とな

りました。年度当初には、低学年における複

式学級を不安視する声もございました。 

   アンケートの結果や検討委員会における意

見、地区懇談会での記録については、近日中

に広報かほくやホームページ等で周知し、町

民の方々の関心を高めていただきながら来年

度の検討につなげてまいります。 

   ４点目、本町の小学校の在り方の結論をど

の時点で出されるのかについて申し上げます。 

   本町における小学校の在り方については、

令和４年５月30日に河北町立小学校の在り方

検討委員会を設置し、河北町立小学校の適正

規模・適正配置について、また小学校の在り

方や将来の学校像に対する本町の基本的な方

針について、この２点を教育長から検討委員

会に諮問いたしました。 

   検討委員会では、７月に就学前のお子さん

をお持ちの保護者と小中学校のお子さんをお

持ちの全ての保護者、さらには各町内会の

1,409名を対象としたアンケート調査を行い

ました。その後、８月31日に第２回検討委員

会を開催し、その後、地域の方々のご意見を

お聞きするため、小学校ごとに地区懇談会を

開催しております。 

   地区懇談会は、９月29日開催の谷地西部小

学校学区から始まり、２月16日開催の谷地中

部小学校学区をもって、町内６つの小学校区

全てで懇談会が終了したところでございます。

今月下旬には、地区懇談会のご意見等も踏ま

えながら、３回目となる検討委員会を開催す

る予定であり、令和５年度におきましても、

検討委員会による議論を重ね、令和５年度中

に答申をいただき、その答申を受けて本町に

おける小学校の在り方の方向性を示してまい

りたいと考えております。 

   小学校は、最も重要な子供さん方の成長の

場であると思っております。したがいまして、

小学校の在り方につきましては、地区住民の
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方々、保護者の方々のご意見等を十分伺い、

これからの河北町を担う子供たちの環境を整

えるべく、丁寧に検討してまいります。 

   以上、お答え申し上げます。 

○漆山光春議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） ご答弁ありがとうござ

いました。 

   それでは、再質問をさせていただきます。 

   町長の今年度の施政方針の中には、デジタ

ル化の積極的な姿勢は語られていませんでし

た。山形県下の各自治体、尾花沢市、南陽市、

寒河江市や朝日町、今日の新聞にも酒田市の

例が載っておりましたが、しっかり令和５年

度予算に計上してデジタル技術を取り入れた

行政サービス向上のための施策が打ち出され

ています。 

   答弁の中では、ＤＸの推進に当たっては、

ＤＸを手段として捉え、住民の利便性の向上

と行政事務の効率化の両面から本町に適した

デジタル化を推進していきたいと答えられま

した。 

   それでは、本町が目指すＤＸ推進計画は、

具体的にどのようなことを考えておられるの

か、目標は何かをお聞きいたします。 

○漆山光春議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 まず、国

で進めている自治体ＤＸ計画の中であります

けれども、町長の答弁にもありましたとおり、

その中でも特に重要な事項としまして、自治

体の情報システムの標準化・共通化というの

がまず第１点として挙げられます。これは、

町で今使っております住民記録やいろんな税、

あとは教育、児童関係のシステムを全国標準

化するというものでありまして、それを令和

７年度末までに統一して、新しい仕様で令和

８年からスタートさせるということが決まっ

ております。これに向けまして、町は今いろ

んな取組をしているということでありまして、

この標準化によりまして、これまでの業務の

やり方が全く変わってしまうということも当

然ながら中にはあり得るかと思います。その

ための対応をしなければならないので、まず

はそこを重点的にやっていきたいというのが

まず第一であります。 

   さらには、マイナンバーカードを国のほう

で普及をすごく進めているわけですけれども、

それも重点事項の一つでありますので、町の

ほうでも普及促進に向けて取組を進めている

ところですが、さらに令和５年度も続けて取

り組んでいくということになっております。 

   さらには、国で進めているのが、もう一個

大きいところが、ＡＩとかＲＰＡといった新

しい技術を取り入れて業務の効率化を図りな

さいというふうに進めているところでありま

す。ＡＩにつきましては、ちょっとまだこれ

からの技術でありますのでなかなか取り組ん

でいる自治体も少ないように見受けられます

けれども、ＲＰＡといった業務の自動化です

ね、その技術につきましては取り入れている

ところもだんだん出てきたというふうになっ

てきているようでありますので、その内容に

つきましては令和５年度の予算の中で調査を

して、できるものがあれば取り組んでいきた

いというふうに考えております。 

   デジタル化につきましては、技術の進歩が

著しいものでありますので、今はこういうも

のというのが出ていても、あしたにはもう全

く違った技術、どんどん進んだ技術が出てく

ることが予想されます。それらに柔軟に対応

していかなければならないということであり

ますので、いろんな市町村の取組やいろんな

技術などを調査しながら、町で取り組めるも

のがあればすぐに取り組んでいきたいという
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ふうには考えているところであります。 

   住民の声、今の声として多いのが、コンビ

ニなどでの収納とか、コンビニなどでの証明

書の交付でしょうかね。そういったところと

か、あとは納付、いろんな税金の納付につい

ても、現金でなくて電子決済とかキャッシュ

レス決済みたいなものができないのかなんて

いう声が今のところちょっと多いのかなとい

うふうには思います。それらも当然対応して

いきたいとは考えているんですけれども、さ

きに申し上げました自治体システムの標準化

というものがございますので、それらを見据

えてから取り組んでいきたいなというふうに

は考えているところであります。以上であり

ます。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） 分かりました。やはり

私もちょっとこのたび結構いろいろ調べてみ

ましたので、課長がおっしゃることを大体理

解はできるんですけれども、こういうことが

町民の皆さんにあまり知られてない。あと、

河北町では何でデジタル化が進んでいないん

だということをやはり私も耳にもしましたの

で、もしそういうものに進んでいますよとい

うことであれば、町長の施政方針の中にも組

み込んでいただきたかったなとそういうふう

に思っております。そうしますと、やはり町

民の皆様のご理解がより深まって、河北町で

もしっかりデジタルに向けて動いていますよ

というＰＲができたのではないかと思ってお

ります。 

   先ほど、自治体が取り組む重点事項は６つ

あると答えられました。１つは、自治体情報

システム標準化・共通化、先ほど課長がおっ

しゃられました。マイナンバーカードの普及

促進、自治体の行政手続のオンライン化、自

治体のＡＩ・ＲＰＡの利用促進、テレワーク

の推進、セキュリティー対策の徹底という６

つの重点事項があるというご説明、答弁であ

りました。 

   そこで、質問いたします。 

   本町でのマイナンバーカードの普及率は現

在どの程度になっているのか、お尋ねをいた

します。 

○漆山光春議長 「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 １月31日現在でござい

ますが、71.20％となっております。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） やっと70台に乗ってき

たというところで、もう少し頑張ってこれを

数字を上げていければいいなと、本当に思い

ます。やはりマイナンバーカードによってい

ろんな便利なツールがたくさん出ていますの

で、皆さんにもこういう便利であることを周

知していただいて、普及活動に専念していた

だきたいと思っております。 

   私、先ほど本文の中にも言いましたけれど

も、やはり自治体で一番改革が求められてい

るというのは、受付などの窓口の部分の改革

ではないかと思っております。質問の本文の

中でも言いましたけれども、証明書の請求や

住民異動届などの際に申請書や届出などを書

かなくてもいい体制、要するに「書かない窓

口」というのは、結構住民にとっては利便性

が高いと私は認識しております。そのほかに

先ほど課長がおっしゃられましたキャッシュ

レス決済などもやはり考えていっていただけ

ればいいなと思っております。 

   先日、山形新聞に寒河江市の取組が紹介さ

れましたので、ちょっとここでご紹介いたし

ますけれども、キャッシュレス決済は市民生

活・税務両課で発行される全証明書が対象で、

クレジットカード、電子マネー、二次元コー

ドによる発行手数料の決済に対応できるとし、

市民サービスの向上につなげているというも

のでした。 
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   また、そのほかにも、庄内町では、セブン

銀行のＡＴＭで町からの給付金が受け取れる

サービスなどの導入もしており、デジタル機

能を上手に活用している自治体が本当に増え

ているという現状が今あります。 

   答弁の中でも、今年２月からＱＲコード利

用やオンラインの活用で住民の利便性が図ら

れているということを述べられておられまし

たが、現在使われているＤＸの利用方法など

を町民に分かりやすいよう明示していただき

たいと思いますけれども、この明示の方法、

どのように周知されているのか、お尋ねをい

たします。 

○漆山光春議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 まず、今

度の５月、今年の５月からＱＲコードにより

ます決済、納付ができるようになるというふ

うに一応今進めておりますけれども、これは、

納付書にＱＲコードを印刷して皆さんにお届

けして、それで自宅で納付ができるというふ

うなことになりますので、コンビニとか役場

に来なくてよいというふうになります。その

内容につきましては、納付書と一緒に説明書

なんかを入れるとかしてかなというふうに、

通知になろうかなというふうに思います。 

   電子申請のほうでありますけれども、取り

あえず町のほうではいろんな申請、手続あり

ますけれども、それらについて押印を廃止し

ました。今年の１月からです。それについて

は、広報あるいはホームページ等で公表して

おります。それがまずは申請を簡単にする取

組の一つでありまして、押印が不要になりま

したから電子申請に今度つなげられるという

ふうになりますので、できるところから電子

申請をしていくというふうになっております。 

   その電子申請につきましては、今年度実施

しました電気料金高騰の１世帯１万円の給付

の事業につきましては、申請書というか皆さ

んへ行く通知のほうにＱＲコードを載せまし

て、それをもってスマートフォンとかタブレ

ットなどで読み取っていただければ、その申

請手続にすぐ入れるということで、数人、何

人かの方から、すごく便利でよかったよとい

うような声もいただきました。ほかの手続も

そういったことを進めてほしいなどという要

望もございましたので、順次進めていきたい

なというふうには考えているところでありま

す。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） そうですね、やはりや

れるところからやっていく。でも、そのお知

らせがなかなか町民に届いていないというこ

とは今問題点かなと思っておりますので、そ

の辺のところしっかりやっていただきたいと

思います。 

   先ほども言われました町長答弁の中に、他

町村でも様々な工夫を凝らした取組が進めら

れておりますが、中にはデジタル技術を導入

したことにより、住民に混乱を招いたり、職

員の業務負担が増したりする事例があったと

いうお答えがありましたけれども、この内容

はどのような内容だったのか、ちょっとお知

らせください。 

○漆山光春議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 某市にな

りますけれども、住民票とかの発行手続をＬ

ＩＮＥとかで、スマートフォンのアプリです

ね、ＬＩＮＥでできるようにしたというとこ

ろがあったんですが、そのために、逆にＬＩ

ＮＥでの手続とか、あとお金がどうしても申

請の場合発生しますので、そういった納付の

手続等を進めるに当たって、逆に職員の負担

が大変で、従来どおりやり方のほうがよかっ

たというふうな声をちょっと一部聞いたとこ
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ろがございました。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） やはりよくなる点と、

ちょっといろいろ慣れないがためにそういう

ふうな業務が増えるという、変わり方のとき

のいろんな手間暇がかかるという事例が今お

っしゃられた事例で、私も理解しました。こ

れをやはり進めていくには、やはり職員さん

の皆さんのスキルアップがとても大事である

なと。皆さんがそのデジタルに関して、しっ

かりした知識を持つということがとても大事

なことだな。私、自分が言っているんですけ

れども、自分、分からない点が多々あるんで

すけれども、しっかりと勉強してこの質問を

組んでいるところでございますけれども、町

長答弁の中に、自律的に推進できる体制を整

備すると語られました。私がそこの答弁を聞

いて、それじゃそのＤＸ推進室なるものを設

置されて、それを中心として庁内のあれを進

めていかれるのか、そのようなことをちょっ

とお聞きしたいと思います。 

○漆山光春議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 組織のこ

とについてはちょっとお答えいたしかねます

が、基本的に現場の職員がデジタル化によっ

て自分の業務とか住民の利便性が向上するよ

うなところに気づかないといい取組はできな

いのではないかなというふうに思いますので、

まずは専門家の方、いろいろいらっしゃいま

すので、そういった人からの講習会とかを受

けて、皆さんの、職員全員のデジタル化に対

するスキルをある程度の向上を当然していき

たいなというところと、あと専門職を採用で

きれば、それはそれにこしたことはないかも

しれませんが、みんながこういったことがで

きるといいなというところをまずは気づくと

いうことが必要ですんで、他市町のいろんな

取組今やっているところが、先進的にやられ

ているところが近隣にも出てきましたので、

そういった事例などを研究して、これだった

らうちのところに導入できるんじゃないかな

んていうところを調査して導入していきたい

なと、進めていきたいなというふうに考えて

いるところであります。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） それはもちろんのこと

でございます、やはり。でも今現在、職員さ

んの中に詳しい方、結構いらっしゃるんです。

そういう方をピックアップして、やはり課を

越した横断的な研修というのは、私は一番大

事で、もちろん皆さん全員のスキルを上げる

ということは必要ですけれども、今現在そう

いう職員さんも中にいらっしゃいます。そう

いう方をきちっと活用されるという方法を取

られて、そういうふうな方向に進めていただ

ければ、もちろんこれはその室だけ、例えば

専門の課だけをするんではなくて、全体的で

スキルを上げるというところに、これが一番

効果のある取組ではないかと思って、そのた

め職員さんの業務量が少なくなるというのも

このＤＸの利用ですし、町民の皆さんがその

利便があるということの２つのよさがあるん

ですから、それをしっかり把握されて、この

計画を全面的に進めていっていただきたいと、

私は今非常に強く思っております。多少時間

のかかることもおありでしょうけれども、や

はりこれは時間かけてやる問題ではないと。

やはり積極的に進んでいくという方向づけを

やる。そして、今ちょうどいいことに、国で

も様々な支援策がたくさん出ておりますので、

あとそういう企業人の方の、民間の方のお手

伝いなんかもちょっと支援策として上がって

いますので、そういうことをしっかり活用さ

れて、町民の皆様の生活向上が図れる、職員

の皆様の業務改革になるような、そんな施策
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を進めていただきたいと強く思っております。 

   それでは、小学校の在り方についての再質

問に入らせていただきます。 

   まず、複式学級になる条件はどのようなも

のか、ちょっと基本的なものですけれども、

ちょっとお答えいただきたいと思います。 

○漆山光春議長 「秋場学校教育課長」 

○秋場弘昭学校教育課長 複式学級ですが、２学

年、複数の学年で合わせて16人以下になった

場合に複式となります。ただし、１年生につ

きましては８人以下、１年生を含む場合は８

人以下ということで、複式になる状況です。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） ありがとうございまし

た。 

   それで、先ほど答弁の中にも、現在複式学

級が西部小学校さんでは完全に今年度から学

校全体が複式になるというご報告がありまし

た。それに引き続いて、各、西里小学校、溝

延小学校、北谷地小学校も、年度をずっと押

して複式になる学級が出てくるという現状が

河北町では進んでいます。私は、子供たちが

望んで複式学級になっているのではないと考

えています。やむを得ずやっている状態なの

だという認識を当局はしっかり把握していた

だきたいと思います。そういう学級をほって

おくんですか。これからも続きますよ。私は、

そういう子供たちのために、子供たちが一定

の集団の規模の中で、小さいときから様々な

人たちと関わって多様性を築いていく教育、

そういう状況がとても大事ではないかと思っ

ております。 

   この間の話合いの中で、子供は子供の中で

成長していくんだという、教育現場で働いて

いる方の言葉をいただきました。答弁の中で

も、現体制の問題点として、本来の学びの制

約を受ける、複式学級になった場合ですね。

人間関係の固定化、専門的な指導が困難にな

るなどがありますが、これらの問題に対して、

教育長はどのようにお考えか、お答えをお願

いいたします。 

○漆山光春議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 人数が少ないことによって、

そのことによって害があるということは、町

長答弁にあったとおりであります。そういっ

たことを打破するために様々な教育指導面で

工夫をしています。例えば、少ない人数の中

で、多様な考えが出てこない場合は、先生が

あらかじめ子供の一員として、こういう考え

はどうですかという考えをつけ足したりしま

す。あと、今ＩＣＴ教育ですので、それを駆

使して他の学校との交流学習とか、そういっ

たことも成り立つわけです。 

   あと、人間関係の固定化、これが一番私は

問題ではないかなというふうに思います。あ

る程度の集団が確保されていますと、そのよ

さというのがたくさんあります。例えばです。

集団の中で、多様な考えに触れることができ

る。２つ目、集団が大きいですので、認め合

い、協力し合い、切磋琢磨する機会が多い。

３つ目ですが、問題解決などを育む社会性、

それから規範意識が身につけられる、そうい

ったよさがあります。ほかにもよさはあると

思います。 

   あと、こういった教育を貫徹するためには、

たくさんの専門性を持った先生方が必要にな

るわけです。小規模校では、残念ながら先生

が少ないと。先ほどあったように、チーム力

が上がらない。ある程度先生がそろいますと、

児童のニーズに応えられるわけです。そうい

ったことで対応しています。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） 私、本当に一々うなず

いてしまいましたけれども、本当にそのとお

りだと思っております。でも、今、やはり小

規模でも、そういうタブレット云々とかそう
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いうものを利用されて、そういういろんな地

域離れていてもできるといういいこともある

のだなというふうにご説明の中で理解いたし

ました。 

   それで、先生方の問題として先ほど述べら

れましたけれども、担任力や教員集団として

のチーム力が上がらないことが挙げられてお

りました。そのために授業力の向上が図られ

る取組が必要だというふうに言われておりま

したが、これも教育長にお聞きしたいんです

が、これを打破するにはどのような方法が考

えられるのでしょうか、お尋ねをいたします。 

○漆山光春議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 今ご指摘あった点が非常に課

題であります。先ほどの町長答弁にもありま

したように、例えば、１学年１クラスしかな

い学校では、例えば３年生の担任、悩んでも、

３年生のほかの担任がいないわけです。だか

ら、相談できないわけです。そうした場合は、

やっぱり学校間交流、それがやっぱり一番大

事だなと。本町では、教育研究所が主催して、

いわゆる学校研究会に参加したりする機会を

設けております。具体的には、町委嘱として、

３年に１回ぐらいローテーションをしている

んですけれども、本年度の場合は、去年の11

月８日、北谷地小が公開研究会をしました。

これは、いわゆるＩＣＴを駆使した将来の教

育の在り方を示していただきました。それに

は町内の先生方ほぼ全員が参加しております。

あとそのほかに、各小中学校で校内研究会が

あります。そのときにご案内を差し上げて、

ぜひいらしてくださいということで、授業参

観をして、そしてその授業について事後の話

合いを持っております。そういったことで、

先生方の、いわゆる少ない学校で相談できな

い立場にある先生方もフォローして、そうい

った勉強会で指導力を上げるような、そうい

ったことを工夫しているところです。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） やはり先生方の問題点

も結構ある。いや、私は、そういうことをあ

まりよく分からなかったので、先生方のほう

の働き方改革云々なんかもすごく大変な、複

式学級になったときの大変さがよく分かりま

したので、複式学級が長く続くことはあまり

いいことではないなというふうに私は理解し

ております。 

   ２月16日に開催された河北町立小学校の在

り方についての小学校学区懇談会に私も参加

してまいりました。アンケート結果報告や第

２回在り方検討委員会報告の資料を見ての解

説があり、様々な方のご意見を聞くことがで

きて、とても有意義な時間でありました。 

   その中で私が感じたことは、そろそろ結論

を出す時期ではないかということです。これ

までの会議の中で、平成29年度に小学校の将

来を考える会の開催で、小学校就学年齢人口

の動向を見て、小学校在り方検討委員会を組

織して、学区の再編成の必要性、児童数や学

級数の不均衡の解消、通学距離の適正化等に

ついて検討するというふうにありました。そ

れから数年、数回議論を重ねられて今日に至

っているのではないかと思います。近年の状

況では、質問本文でも語らせてもらいました

が、本町でも急激な少子化の教育環境ができ

ています。 

   これは一例です。私がちょっと調べたもの

ですけれども、愛知県豊橋市の調査から、ち

ょっと興味があったので書いてみました。 

   １学級当たりの人数がどのくらいの人数に

なった場合に学校の統合を検討する必要があ

りますかという質問に対して、「１学級４人

から８人」が34.5％、「７人以下」が30.3％、

学校の統合を検討する場合、重視すべき点は

何ですかという問いに対しては、「通学距離・

時間・通学方法」が47.4％、「学級数・児童
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数」が36％、「複式学級が見込まれる場合は

学校の統合を検討したほうがよい」の質問に

対しては、46.2％の回答がありましたという

ふうに載っておりました。 

   様々な資料や地域の方々のご意見、保護者

のご意見は、この５年間の間で大体集約され

てきている時期ではないかと私は考えます。 

   答弁では令和５年度中に方向を示すと語ら

れておりましたが、町長からもう一度お考え

をお聞きいたします。 

○漆山光春議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 私、就任前も小学校の在り方を

検討した経過があるし、その結論も承知して

おります。そこから今日にかけて状況は大き

く変化してきていると思います。それは、子

供たちをめぐる状況、地域の状況、先生方の

働き方をめぐる状況、そして教育環境、ＩＣ

Ｔ化も含めてですけれども、今議員からいろ

いろ教育長とのやり取りも含めて議論いただ

いておりますけれども、そろそろ結論を得る

べきではないかというご指摘ですけれども、

本年度、３月の検討委員会、３回目も予定さ

れている、先ほどの答弁のとおりですが、議

員ご参加いただいて本当によかったなと思う

んですけれども、地区懇談会への参加者があ

まりにも少ないと思います。一番多かったの

が西部小学校学区でした。私は、この問題は、

西部小学校、そして順次複式学級を迎える小

学校、それぞれの問題ではないと思っていま

す。先ほど私申し上げましたけれども、議員

も恐らくそういう共有意識での議論だと私は

受け止めて聞いておりましたけれども、やは

り子供の成長の場において、就学前の家庭、

そして幼児教育も含めて、そして小学校の６

年間、３年間、９年間の義務教育、高校、中

等、高等教育、人間の成長は段階を追って進

みますけれども、私自身翻っても、小学校６

年間の仲間の中で過ごした小学校生活、そし

て先生方との出会い、一番、先ほど答弁で申

し上げましたけれども、子供たちの成長にと

って一番大事なのが、一貫教育というそうい

ったいろんな視点はあるにしても、小学校の

６年間というのは本当に大事な成長の時期だ

し、学校は、小学校はその場だというふうに

思っております。スピード感、非常に状況変

化が急ですから、先ほども申しましたように、

スピード感を持って、この在り方について検

討を進めるべき、その認識は同感であります

けれども、ただ一方、重要な小学校の在り方

を検討するがゆえに、もう議論は出尽くした

のかと。確かに期間は私就任前の検討経緯、

そして今年の検討の経緯ございますけれども、

出尽くしているかどうかは別として、もっと

もっと来年の議論の中で、多くの参加者の下

で、この大事な議論をしていただき、そして

方向性を出していきたいというのが来年度に

向けた私の検討のスタンスであり、思いであ

り、そういうことで、教育長に、そして検討

委員会のメンバーの方に、多くの方々からい

ろんな意見あると思います。いろんな意見あ

ると思います。それが一つにまとまることは

ないかもしれませんけれども、納得感のある、

やっぱりこれが子供たちのこれからの20年後、

30年後、40年後考えれば、やはりそういう小

学校を目指さなきゃならないよねと。せめて

そこに対する共通認識、そこにはたどり着く

形での結論を得ていきたいと存じます。以上

でございます。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） 町長の熱い思いを聞き

ましたので、とても満足しております。地域

や学校、子供たちの実態に応じて創意工夫を

した特色ある教育活動、家庭、地域社会の連

携を進め、家庭や地域社会と共に子供たちを

育成して開かれた学校を目指して頑張って進

んでいっていただきたいと思います。終わり
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ます。ありがとうございました。 

○漆山光春議長 以上で12番細矢誓子議員の一般

質問を終わります。 

   ここで11時25分まで休憩とします。 

     休 憩  午前１１時０９分 

     再 開  午前１１時２２分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、６番東海林信弘議員の一般質問を行

います。 

   「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） それでは、一般質問

をさせていただきます。 

   質問事項の１は、令和４年度の河北町ＰＴ

Ａ連絡協議会から提出されている要望書につ

いてお伺いいたします。 

   河北町立小中学校ＰＴＡ連絡協議会より、

令和４年度は12月に要望書が提出されていま

す。13項目の要望があり、大半が通学路の安

全確保であり、内容的には交差点の安全確保、

通学路に危険な建物がある、歩道の除雪を登

校前に実施してもらいたい、また交通標識の

設置や大型商業施設への車の出入口が危険で、

特に夕方時が危険で、街灯設置や誘導員の配

置などの要望書が提出されています。 

   また、学校教育課においても令和４年度の

通学路等安全点検一覧がまとめられており、

13か所ほどの指摘が、事項があり、現状を把

握しつつ対策が取られているようです。 

   ＰＴＡからの要望書と教育委員会でまとめ

られている点検で、同じ箇所や内容など、指

摘されているところありますので、それらを

中心にお伺いしたいと思います。 

   通学路での事故事例ではないのですが、

2019年５月、滋賀県大津市の県道交差点にお

いて、信号待ちをしていた園外活動中の保育

園児童などが巻き込まれ、16名の死傷者を出

す事故が発生してしまいました。車同士の接

触事故のはずみで信号待ちをしていた園児と

引率の先生に車が衝突してしまった事故で、

本当に痛ましい事故であったと記憶していま

す。 

   交差点関連の事故は、本当に多く発生し、

重大な人身事故につながってしまいます。交

差点の安全対策は早急に対応が必要と考える

ところです。 

   そこで、質問要旨の１は、溝延地内の県道

皿沼河北線、県道溝延河原線と町道高関吉原

線が交差している変形五差路の安全確保の対

応についてお伺いいたします。 

   また、質問要旨の２は、荒町東地内の県道

天童河北線・町道高関長表線交差点にボラー

ドの設置対応についてもお伺いいたします。 

   先ほどの事故の実例を紹介した交差点には、

もう既にガードレールや車止めの金属製のポ

ールが設置され対応されているようです。 

   ほかにも、要望として上げられているのは、

通学路に危険な建物があり、安全確保の対応

であります。 

   そこで、質問要旨の３は、松橋地内及び溝

延地内の建物など倒壊の危険性や草木が生い

茂っているようで、通学路としての安全確保

についての対応をお伺いいたします。 

   次に質問事項の２つ目は、人口減少に歯止

めをかける住環境整備についてお伺いいたし

ます。 

   森谷町長就任以来、人口減少に歯止めをか

けるために、移住者の住宅購入、新築を支援

する移住定住促進事業や在来工法による改築

を支援する持家住宅促進事業を継続するとと

もに、地域との対話を継続しながら旧町民プ

ール跡地などを活用した地元回帰を促進する

住環境を整備するための調査など進められて

きています。 

   そこで、質問要旨の１つは、地元回帰を促

進するため、旧町民プール跡地の住環境を整

備する考え、詳細についてお伺いいたします。 
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   都市計画マスタープランで示されているＣ

ＣＲＣ－Ｙ拠点整備についてですが、現在、

商業施設部分が操業されてはおりますが、農

地転用面積が課題になった経緯もあって、当

初計画されていた高齢者福祉と高齢者居住、

若者居住が一体となった地区の形成部分が先

送りになっているのが現状だと思っています。 

   今後どのように進められていくのか注視し

ているところです。 

   そこで、質問要旨の２つ目は、ＣＣＲＣ－

Ｙ拠点整備での高齢者福祉と高齢者居住、若

者居住が一体となった整備事業はどう考えて

いるのかお伺いいたします。 

   以上、再質問を留保し、一般質問を終わり

ます。 

○漆山光春議長 ６番東海林信弘議員の一般質問

に対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ６番東海林信弘議員の一般質問

にお答えいたします。 

   最初に、令和４年度の河北町ＰＴＡ連絡協

議会から出されている要望書についてお答え

申し上げます。 

   まず１点目、溝延地内の県道皿沼河北線、

県道溝延河原線と町道高関吉原線が交差して

いる変形五差路の安全確保の対応について、

そして２点目、荒町東地内の県道天童河北

線・町道高関長表線の交差点に、ボラードを

設置してはどうかについて、関連いたします

ので併せて申し上げます。 

   全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故

が相次いで発生したことから、平成26年度よ

り、国土交通省山形河川国道事務所、山形県

県土整備部、寒河江警察署、町の教育委員会、

町の関係課で構成する通学路安全推進会議を

学校教育課を事務局として設置いたしまして、

各小学校の通学路におけるハード対策やソフ

ト対策などの検討を行い、通学路の安全確保

に努めてきております。 

   また、各小学校から提出された通学路の危

険箇所は、毎年、合同点検を実施し、関係機

関が合同で改善に向けた検討を行っておりま

す。今年度は９月21日に、この通学路安全推

進会議を開催いたしまして、通学路の合同点

検を実施しております。 

   ご質問の河北町ＰＴＡ連絡協議会で要望を

いただいている溝延７区地内の県道と町道が

交差する変形五差路、また谷地荒町東地内の

県道と町道の交差点につきましては、共に対

策が必要な箇所に位置づけられ、改めて合同

点検を行い、県の道路管理者とも情報を共有

したところでございます。 

   １点目の溝延７区地内の変形五差路につき

ましては、交差点改良などのハード整備を行

うには道路整備等の方針を示す「山形県道路

中期計画2028」の中間見直しにおいて対策を

要する箇所として位置づけることが必要であ

るというのが県の見解であり、町といたしま

しても、通学路の安全確保のため、計画に盛

り込まれるよう要望を行ってまいります。 

   また、２点目の谷地荒町東地内の交差点に

つきましては、合同点検後にボラード設置な

どの具体的な検討が行われ、令和４年12月ま

でに県道路管理者において交差点西側の巻き

込み部２か所に金属製のボラード９基が設置

されました。 

   今後は、通学路安全推進会議で、歩行者の

安全確保について設置の効果検証を行うこと

としております。通学路の安全性向上のため、

今後とも合同点検を定期的に実施し、改善が

図られるよう関係機関との連携を強化してま

いります。 

   ３点目の松橋地内及び溝延地内の建物など

倒壊の危険性があり、通学路として安全確保

が必要なことについて申し上げます。 

   現在、町では、そのまま放置すれば倒壊な
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ど著しく保安上危険となるおそれがある状態

または著しく衛生上有害となるおそれのある

状態、適切な管理が行われていないことによ

り著しく景観を損なっている状態、周辺の生

活環境の保全を図るために放置することが不

適切である状態にある空き家について、空き

家等対策等協議会の意見をお聞きした上で、

32件を特定空家であると判断しております。

このうち連絡先の確認が取れた22件の所有者

等に対しましては、空家等対策の推進に関す

る特別措置法及び空き家等の適正管理に関す

る条例で定める特定空家に対する措置として、

期限を示した上で、解体・除却等を町として

所有者に求める指導、これを文書で行ってお

ります。また、連絡先不明の分につきまして

も、引き続き調査を継続しているところであ

り、判明したものから順次指導してまいりま

す。 

   空き家による通学路の安全確保については、

令和４年度小中学校ＰＴＡ連絡協議会要望書

では、溝延の７区、９区、そして谷地の末広

町北、松橋西、北谷地の岩根上の空き家に対

してご要望をいただいております。ご質問の

松橋西の空き家につきましては、所有者から

土地と家屋のご寄附をいただいたところであ

り、町の事業として解体・除却を施工する予

算を計上しているところであります。また、

７区、９区の物件につきましては、所有者へ

の適正管理を求める文書を送付している状況

であります。 

   危険な状況にある空き家につきましては、

早急に解体・除却が求められる中にあって、

とりわけ通学路に接した空き家は放置できな

いと考えております。子供たちの安全な通学

を考えれば非常に大きな問題でございますの

で、町といたしましては、まず所有者など本

人が適正管理をすべきとの原則に立ち、必要

に応じて指導・勧告・命令等、特定空家の所

有者に対する措置を強めていくとともに、来

年度予算案に盛り込ませていただいておりま

す老朽空き家除却支援を、この制度を周知、

活用しながら、安全で安心して暮らすことが

できる地域社会の形成、通学路の安全確保に

取り組んでまいります。 

   次に、人口減少に歯止めをかける住環境整

備についてお答え申し上げます。 

   １点目の地元回帰を促進するための旧町民

プール跡地の住環境整備について申し上げま

す。 

   旧町民プール跡地については、第８次河北

町総合計画の施策であります「人を呼び込む

移住支援」を推進するため、また河北町人口

ビジョンで課題とされた若者の地元回帰を促

すため、子育て世代を念頭に置いた宅地開発

を検討してまいりました。今年度、概算事業

費の算出及び事業手法の比較検討をするため、

山形県すまいまちづくり公社に業務委託を行

い、整備方針を取りまとめました。 

   整備方針案につきましては、多子世帯でも

十分な居住空間を確保した住宅を建てるケー

スを想定し、250平方メートル以上の区画を確

保した分譲宅地、そして子育て世帯を対象と

して、町内の民間アパートではあまり供給さ

れていない広い間取りで隣室との音のストレ

スも少ない２階層のメゾネット構造の賃貸住

宅を整備することとしております。今後、整

備に向けた事業スキームの詰めを行うととも

に、分譲等の条件など、より詳細に検討して

まいります。 

   ２点目の都市計画マスタープランで示され

たＣＣＲＣ－Ｙ拠点整備の考えについて申し

上げます。 

   平成28年度に20年後の目指すべき都市の将

来像と土地利用方針を示した河北町都市計画

マスタープランを策定しております。 

   この中で、県立河北病院を含めた区域を福
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祉と暮らし構想ゾーンとして位置づけ、商業

施設と福祉施設を複合した民間開発を誘導し、

高齢者福祉・高齢者居住・若者居住が一体と

なった地区の形成について検討するとして、

これまでに議会の皆様にもご説明申し上げて

まいりました。この区域全体、約10ヘクター

ルのうち、約４ヘクタールが令和２年12月に

商業施設として形成されたところであります。 

   残り６ヘクタールの開発につきましては、

想定されていた民間事業者による開発として、

傷病後の高齢者住宅整備などを検討した経過

があるものの、区域内農地の農振除外・転用

が困難であることや介護保険事業計画への位

置づけが見送られたこと、また、その後在宅

医療が充実するなどの状況変化もあることか

ら、高齢者向けの福祉施設の整備は具体化し

ていない状況になっております。 

   町といたしましては、現在の都市計画マス

タープラン策定時から状況、さらには社会情

勢が大きく変化しており、これからの町の土

地利用について、第８次総合計画の後期計画、

そして都市計画マスタープランの中間見直し、

この両面から検討すべき課題というふうに考

えております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○漆山光春議長 町長の答弁が終わりました。 

   ここで議長から申し上げます。 

   一般質問の途中ですが、昼食のため、午後

１時まで休憩とします。 

     休 憩  午前１１時３９分 

     再 開  午後 １時００分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   議長から申し上げます。 

   ここで、議員全員協議会を開催いたします

ので、議員の皆さんは全員協議会室にお集ま

りください。 

   議員全員協議会が終わるまで休憩とします。 

     休 憩  午後１時００分 

     再 開  午後１時０９分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   ６番東海林信弘議員の一般質問を続けます。 

   再質問に入ります。 

   「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） それでは、再質問さ

せていただきます。 

   まず、１点目のＰＴＡの連絡協議会の要望

事項についてのご回答でありました。ありが

とうございます。 

   13項目の令和４年度要望が提出されており、

大半が大体通学路の安全確保ということで要

望されていて、現時点では回答済みというこ

とで私も一応回答書というものを入手してお

りますので、理解しているところです。 

   質問要旨の３のほうから入りますが、通学

路に面している空き家ということで、各溝延

地区、松橋地区、北谷地地区といろいろあっ

たわけですけれども、特定空家の認定につい

て所有者を指導していくということですので、

来年度の予算内示もありましたけれども、危

険空き家という形での対応も、支援、あると

いうことですので、丁寧な説明、また所有者

の方にも説明をしていただいて、安心・安全

な通学路の確保ということで、さらに一層の

努力をよろしくお願いしたいと思います。 

   質問要旨２つ目の、荒町東地内のボラード

の設置ということで、私もこの回答書を見た

ときに、現場を確認させていただきました。

９本のボラードがあって、なかなかあっぱれ、

歩行者にとっては安心・安全な材料かなとい

うことで認識しておりますので、何せ12月に

出て迅速な対応を取っていただけたのかなと

いうことで、評価するところでありますが、

私もこのＰＴＡの要望書ということで提出さ

れたときには、なかなか要望がかなわなかっ

たという経緯もございまして、とても早い対

応だなということで、評価するところであり
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ます。その点については分かりました。 

   それでは、質問要旨１の溝延地内の変形五

差路ということで、多分皆さんもご承知のと

おりで、あそこは休石ということであって、

県道、町道と県道が変形して交差点になって

いるわけです。町長答弁にもありましたけれ

ども、その交差点関連のハードの整備という

ことで、山形県の道路中期計画に2028の中間

見直しにおいて位置づけるということで回答

がございました。 

   そうすると、2028の中間見直しで要望して

いくんだということですけれども、事故等々

は、もう今でも起きるかもしれませんし、あ

したにも起きるかもしれません。いつ起きる

か分からないので、それはちょっと遅過ぎる

のではないかなという感じがします。 

   荒町の交差点のように、いつから言ってど

のくらいの期間でそのボラードが設置なった

か分かりませんが、あそこも冬期間にありま

すと、谷地の方面から溝延地内に入るときに

止まらないでそのまま車が真っすぐ歩道まで

行ったとか、そういったことも多々あります。

あとは譲り合って、どっちが行くか、どっち

行くかということで接触事故とか、ただ大き

い事故にはあまりなってはいませんが、そう

いった交差点でありますので、ぜひその辺は

何らかのボラード設置のほうの強い要望など

をしていただけないのかなということで、そ

の点を１点お伺いしたいと思います。 

○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 今回、ＰＴＡ連絡協議

会のほうから休石の交差点のほうの要望があ

った中で、今言ったように、これまで幾度と

なく、あそこの箇所については今回の要望の

みならず、いろいろ交通安全の団体なども、

あそこの課題の多い交差点について指摘があ

った部分については、これまでも交通安全施

設の点検等で幾度となくいろんな方策等を考

えてきたというようなことがありますけれど

も、これまではどちらかというとソフト対応

といいますか、ソフト対策、あるいは路面標

示であったり、あるいは誘導看板であったり、

そういうようなものを前面に置きながら解決

策を見いだしてきたというような経過が、ち

ょっと経過として私記憶しております。ただ、

いずれにしてみても、なかなか難しいと。難

しい交差点だということで、これまでにもあ

そこに信号機の設置の検討とか、いろんな話

が出てきたたびに、なかなか先に進めていか

ないというような事情がありましたので、今

回交通安全のほうの施設点検のほうではなく

て緊急安全点検というようなまた別のジャン

ルで現場を確認した中で、今度はしっかりと

ハード的にはどうすべきかという議論も含め

た中で、するには当然財源を確保した中で整

備をする必要があるわけですけれども、県の

ほうの立場としては、財源確保のためにも、

まずもってそこに緊急安全点検の中で課題が

ある箇所だというものを位置づけた中で、今

後は財源確保として国のほうの財源が乗りや

すいような格好にまず導くことからスタート

しているということです。 

   国のほうの道路中期、2028のほうでは、10

か年計画の今計画がありますけれども、令和

７年度が中間見直しの状況にも来ていますの

で、令和６年です、ごめんなさい、令和６年

度が中間見直しの。来年度あたりが見直し作

業が事務的に行われる時期だとお伺いしてい

ますので、町としましても、あそこの交差点

も含め、いろんな公共交通網のほうの町のほ

うの国道、県道の部分を含めて、そういった

今課題の残る道路網の部分について、いろい

ろ懸案の残る部分について、県のほう、具体

的には西村山の道路計画課のほうが窓口にな

っていますので、そちらのほうに町としての

課題、意向などをお伝えしながら、ぜひ反映
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できるように、町としても頑張っていきたい

と思います。なかなか、スピード感を持って、

ボラードのようになかなかすぐには難しいと

いうのが実情ですけれども、町としても課題

が大きい箇所だと考えておりますので、引き

続き粘り強く要望を進めていきたいと思いま

す。 

○漆山光春議長 「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） 2028の中期計画の見

直し、再来年度、６年度にはあるということ

ですので、そういった位置づけで、要望等、

強く要望していただいて、今現状あの溝延の

あそこの交差点には歩道のところにのぼり旗

のポールが少し短いのが立っていて、黄色い

板に、横に何ですかね、安全標識みたいな形

で設置になっているのは確認しているんです

が、あれではちょっと歩行者を守り切れない

部分がありますので、ぜひその辺を強く要望

していって、実施されるようお願い申し上げ

ます。 

   あと、先ほどの全文のほうで読み上げさせ

ていただきましたけれども、今小学校、中学

校の通学路だけの問題をちょっと提起させて

いただいていますが、やっぱり河北町内にも

幼稚園、こども園ですとか、幼稚園ですとか、

交差点を通っての散歩のルートとか、いろい

ろ等々ございます。全ての交差点で安全対策

をやってくださいとは言えませんけれども、

やはりその聞き取り調査を行って、こういっ

たところの交差点が危ないんですとか、そう

いったところをちょっと抽出して、そういっ

た対策も必要ではないかなということを今考

えていますので、その辺もぜひよろしくお願

いしたいなということです。何せ子供の数も

少ないということでもありますので、大切な

お子さんを守る上でも、ぜひご協力していた

だいて、設置のほう、お願いしたいなと思っ

ております。 

   それで、議長にお願いがあるんですが、今

回要望書の中に質問をやっているんですけれ

ども、質問要旨でちょっと通告していない部

分が多々あります。１件あります。それはど

ういうことかというと、先週、埼玉県の戸田

市で中学校に高校生が侵入して教員の方がけ

がしたという事案もありましたので、ぜひ、

要望書の中にも不審者対策という形で要望を

出されていますので、関連がありますので、

質問させていただきたくお計らいのほうをよ

ろしくお願いしたいと思います。 

○漆山光春議長 許可いたします。 

○６番（東海林信弘議員） ありがとうございま

す。 

   そうしましたら、不審者ということで、そ

の要望書のほうにも１件、中学校からの対策

ということであったんですけれども、その回

答は、警察へ伝えるということと、警察及び

地区と連携を図っていきますという回答でし

た。それはそれでいいんですが、不審者対策、

要は今回、先週、埼玉県戸田市で起きた事案

に対して、町の教育委員会では各小学校にど

ういった注意喚起を行ったのか、その辺をお

伺いしたいと思います。 

○漆山光春議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 注意喚起についてのご指摘、

どうもありがとうございます。 

   この残忍な事件を通して、やっぱり改めて

学校の安全対策の重要性と難しさを痛感した

ところであります。 

   また、平成13年でしたか、大阪で起きた附

属池田小事件、あの事件以来、やはり学校に

おける侵入者を防ぐための安全対策が、非常

に対策の必要性が出てきたということで、記

憶しているところです。 

   やはりなぜ難しいかというと、学校におい

て子供の安全を守るということは当然大きな

使命でもあるわけですけれども、それと同時
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に、やっぱり地域に開かれた学校ということ

も大事なわけです。そういった両立を目指す

ためにも様々な対策が行われているわけです

けれども、町内においてはこういう対策が取

られております。 

   やはり昇降口や職員の入り口を施錠してい

るということ。あるいは、学校に入校すると

きはインターホンで名乗って入るとか、あと

入り口で名前を記入するとか、あるいは入校

する理由とか、そういったことを義務づけて

いる学校がほとんどであります。 

   さらには、年に数回行います避難訓練の中

で、不審者を想定した避難訓練も行っており

ます。 

   いずれにしましても、学校の安全を守る観

点から、私が今述べました施錠、きちんとや

るということ、それから校内巡視の回数を増

やすということ、あと不審者の情報があれば

その情報を速やかに共有するということ、あ

と各学校で年１回のいわゆる警察官を招いて

のさすまたの使用訓練と、そういったことも

行っていますので、先週、そういった内容で

通知したところであります。 

○漆山光春議長 「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） 今回の事件を受けて

いろいろ、前からやっていらっしゃることだ

とは思うんですけれども、あえてまた強く注

意喚起を行ったということで理解するところ

であります。 

   ただ、河北中学校を見てみますと、東側の

正門というんですかね、道路から、あとは西

の正門というんですか、もうあそこはもう通

行するのが、本当に誰でも通行が可能で、散

歩している人とか、自転車とか、いろいろ通

っていて、なかなか規制をかけづらい、地域

に開かれ過ぎている学校だと思います。誰で

も入っていけるし、インターホンで名乗った

としても、別な名前、偽名で入ったりとか、

いろいろ様々考えられることがありますので、

やっぱり常日頃は学校にいらっしゃる校長先

生とか、教職員の方々、あと業務員さんとか

含めて、そういった注意喚起もしながら生徒

たちを守っていっていただきたいなと思いま

す。 

   そこで、お聞きしたいのが、先ほどさすま

たとか、あと不審者の対応とかいろいろある

んですけれども、今河北町内の小中学校には

防犯カメラということで設置はなさっている

のか、その辺をちょっとお伺いしたいと思い

ます。 

○漆山光春議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 防犯カメラにつきましては、

今のところ設置しておりません。 

○漆山光春議長 「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） 防犯カメラを設置し

たからといってそういった事件・事故が起き

なくなるというわけではないとは思いますが、

その人にとっては、カメラがあるからちょっ

とやめようかなとか、啓蒙活動とか、そうい

った形でも捉えられると思います。また、最

悪のことを考えたら、警察の情報提供の資料

に、材料にもなると思いますので、そういっ

た観点からいっても、やっぱり要所要所のカ

メラ設置は考えていただいたほうが保護者の

方も安全・安心で児童生徒を学校に預けられ

るのかなと思います。 

   あと、もう一点、防犯カメラについてお聞

きしたいのは、河北中学校は自転車とか、歩

いてとか登校していますが、冬期間になりま

すと、中央公園で保護者が待ち合わせしたり

とか、送迎でよく使われています。また、あ

とは、休みのときとか、散歩とか、いろいろ

年配の方から若い人まで使っているものです

から、その中央公園のほうに防犯カメラとい

うことで、地元の方からよく耳にするんです

が、そういったお考えはあるのか、ないのか、



 - 84 -

その辺もお聞きしたいんですが。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 防犯カメラにつきまして、

各施設ごとに置いてあるカメラにつきまして

は、それぞれの所管のほうで管理することに

なりますが、このたびいただいた質問に関し

ましては、フリーのといいますか、町なかに

あるカメラということかと思いますので、私

のほうでお答えしたいと思います。 

   現状、中央公園のほうには、カメラの設置

がございません。 

   今後のことでありますけれども、担当課と

しましては、安心・安全なまちづくりの一環

として、防犯カメラの設置を目指していろい

ろと検討をしてきた経過がございます。実際

に、どれぐらい経費がかかるのかという研

究・検討でありましたり、あとは昨年の８月

下旬頃でしたけれども、実際に警察の所管の

ほうに出向きまして、こういう候補があるん

だけれども、どうでしょうかというふうに意

見を伺ったりして研究・検討を重ねてきたと

いう経過がありますが、まだ最終的にここと

いうふうに絞り込めずに、まだ予算計上にも

至っていないというのが現状であります。 

   カメラの設置につきましては、山形県のほ

うで管理運営に関する指針というのもござい

まして、それに沿った設置をしなければいけ

ないんですけれども、その指針に沿った設置

と、あとは町としてどこにまず設置するのが

適切かということを引き続き検討していきた

いというふうに考えているところです。以上

です。 

○漆山光春議長 「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） ありがとうございま

す。 

   前向きに指針、決まり事があると思います

けれども、そういった観点で、安全・安心な

町ということで、カメラがあることを察知す

れば犯罪も少しは減るんではないかと。安

心・安全なまちにしていただければなと思い

ます。 

   あと、学校周辺の公園付近にもカメラとい

うことで、お願いだけして大変申し訳ござい

ませんが、やっぱり治安のよい町ということ

で推し進めていっていただきたいと思います。

質問事項１は終わります。 

   次に、質問事項の２に入らせていただきま

すが、地元回帰の施策ということで、旧町民

プール跡地の住環境整備についての再質問を

いたしたいと思います。 

   町長答弁では、第８次河北町総合計画の施

策で、人を呼び込む移住支援を推進するため、

若者の地元回帰を促し、子育て世代を念頭に

置いた宅地開発を検討してきたということが

ございました。今年度、概算事業費の算出及

び事業手法の比較検討をするため、山形県す

まいまちづくり公社に業務委託を行って整備

方針案を取りまとめましたということで、答

弁の中にも、住宅を建てるケースを想定して

250平米の区画を確保したい、分譲地にしたい

と。また、子育て世帯を対象とした町内の民

間アパートではあまり供給されてない賃貸型

の住宅も整備したいという、大まかな方針が

示されました。 

   これは、私たち常任委員会、２回ほど、ま

た全員協議会に１回ほど、詳細含めて説明さ

れておりますが、まだまだ不確定要素も多々

ありますので、今回の一般質問ではその詳細

までは質疑はしないようにいたします。後で、

常任委員会のほうで協議させていただいて、

全員協議会のほうで再度協議させていただく

と思っておりますんで、今回この一般質問の

中では詳細まではお聞きしません。ただ、根

本的な考え方だけお聞きしたいなと思ってお

ります。 

   それは、まず分譲、区画分譲地の整備、造
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成整備ということになるんですけれども、そ

れはまた移住者支援、子育て世帯ということ

を念頭に置いた事業なので、土地を安く売っ

て住んでいただくというのがまず大前提だと

思います。その分譲地については納得する面

もありますが、その価格はどうなるかという

のも、ちょっと今から協議を重ねて示されて

いくことだとは思っていますが、一つの賃貸、

賃貸の住宅ということで、なぜ移住支援とし

て賃貸住宅が考えられたのか。移住支援とし

てのメリット、賃貸住宅がなぜ移住支援に対

してのメリットがあるのか。また、子育て世

帯へのメリット、その賃貸住宅に入っていた

だくメリット、それはどういうお考えをして

いるのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

○漆山光春議長 「佐藤まちづくり推進課長」 

○佐藤晃一まちづくり推進課長 旧町民プール跡

地の賃貸アパートのほうのことのご質問とい

うふうなことに思いますけれども、今回のこ

の町民プール跡地の住宅につきましては、先

ほど町長が申しましたように、地元回帰と、

あとは若者世帯というふうなところがありま

す。特に若者世帯につきましては、ほかの市

町村でも同じような施策を取っておりますけ

れども、大体夫婦と子供２人というふうなと

ころで想定した場合、３ＬＤＫの住宅が一番

住みやすい住宅というふうなことで、どこの

市町村も３ＬＤＫの住宅を町費、市費で造っ

ているというふうな施策が多くなっておりま

す。 

   それで、民間のアパート経営となりますと、

どうしても３ＬＤＫの住宅につきましては採

算が合わないというふうなところがありまし

て、大体２ＬＤＫまでのアパートの建設とい

うのが一般的になっております。どうしても

３ＬＤＫとなりますと家賃を高く取る必要が

出てくるというふうなことですけれども、ど

うしても若者世帯を呼び込むというふうにな

った場合には、やはり３ＬＤＫの住む場所が

必要だというようなことで、河北町としまし

ても３ＬＤＫのアパートというふうなことで

考えたところでございます。 

   また、若者世代が町に入ってくることによ

りまして、地域の活性化はもちろんですけれ

ども、人口増につながるというようなこと、

あとはアパートが終わった後には河北町にも

また土地を購入して家を建てていただいて長

く住んでいただくというふうなこともありま

したので、賃貸というようなことを計画の中

に盛り込んだところでございます。 

○漆山光春議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 若干補足させていただきます。 

   やはり基本的に地元回帰を促していく上で、

自ら新しく土地を購入し、あるいは新しい建

物を求め建設し、そういった形で、そこに対

する支援という形で呼び込む手法、あとそれ

から自ら、そこには空き家とか空き地とか、

そういった有効活用というのも幅広くは出て

くると思いますけれども、総合的な形での住

宅支援というのは必要だと思っております。

その上で、なかなか民間サイド、あるいは支

援だけではという部分も含めて様々な自治体

でも、自ら自治体として住宅を開発する、そ

ういった手法も大きな柱としてございます。 

   議員からのご質問は、分譲、賃貸、とりわ

け賃貸を考える、その趣旨ということですけ

れども、分譲は売れば、その後転売なるかど

うかは別として、買った方になるわけですよ

ね。賃貸は、あくまでも整備はしますけれど

も、賃貸の期間、これは今のところ考えてい

るのは、やはり子育て世代というのは、なか

なか教育費にもお金かかったり、子育てにも

お金がかかる、そういった世代であると思い

ます。 

   あと、もう一つは、なかなか一気に購入す

ると、一戸建てに対する需要も相当なものが
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あるとは承知していますけれども、やはり買

うまではいかないけれども、そういった賃貸

物件が、しかも民間には、なかなか民間のア

パートではない賃貸物件で手が届く賃貸物件

であればというようなことで、ここはもう永

遠に住み続けるということじゃなくて、今の

ところ想定しているのは、18歳までの子育て

世帯ということを想定しながらですけれども、

その子育て相当期間が終われば返していただ

いて、別な物件を求めていただいて、空いた

そこの物件には、賃貸物件には、新たな対象

となる人にまた住んでいただく。そういった

ものとして、分譲を補完する賃貸に対する需

要、そこを想定した今回の構想であります。 

○漆山光春議長 「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） 賃貸でも主たる目的

というのは人口増とかそういったことで、子

育て世帯に優しくやっていくんだという趣旨

は分かります。ただ、課長も、町長の答弁で

も、その賃貸は18歳まで、子育てするまでそ

こにいていいですよと。その後は、金がたま

って、ほかの土地を買っていってくださいね

という話なんですけれども、それは何かナン

センスでおかしい話だと思います。移住定住、

移住するんであれば、そこに、ずっと河北町

に住んでくださいという施策のほうが私はい

いと思います。何せ子育て世代で、18歳まで

子供を育てて、子供の教育費にお金がかかる

わけです。それでお金をためようといったら、

ためることができる人もいますし、ためられ

ない方だっているんですよ。給料が安い高い

もありますけれども、私なんか、個人的に話

して申し訳ないですけれども、子育て世代で、

私３人子供いるんですけれども、それが全部

教育費払っているときに、お金なんかためる

ことができないですよ。それで今度子育て終

わったら家を建ててくださいねと、そんなで

きないと思います。そこまで思って、考えて

いらっしゃる賃貸なのか。ということは、口

が悪いですけれども、そこを退去してくださ

いとおっしゃるのか。いやいや今まで町で支

援して、家賃を少しぐらい補助してあげて、

それで18歳で、子育てあなた終わりましたか

ら満額今度いただきますねとなるのか、その

辺ちょっとざっくりでいいですから、中身ま

で何ぼから何ぼとかと言いませんけれども、

その辺ちょっと教えていただけますか。 

○漆山光春議長 「佐藤まちづくり推進課長」 

○佐藤晃一まちづくり推進課長 現在考えている

内容でございますけれども、基本的には18歳

までのお子さんがいる方が入居できるアパー

トというようなことで考えておりますので、

18歳を過ぎたお子さんになった場合には、す

ぐにとは言いませんけれども、その契約期間

終了後には出ていっていただくというふうな

ことで今考えているところでございます。 

○漆山光春議長 「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） 言葉は悪い、出てい

ってもらうという今話だったんですけれども、

それはちょっと納得いかないですね。それは

納得いかないです。河北町に住んでもらえる

ためにそういった施策を打つんであれば、そ

れはちょっと違うと思います。誰も納得しな

いですよ、そんな。それだったら賃貸やめて、

分譲地、区画分譲してください、全部。その

ほうがいいです。どうですか。 

○漆山光春議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 そこの捉え方だと思います。 

   出ていってくださいというよりも、要件を

あらかじめ提示して、承知の上で入居してい

ただくというのがまず前提であります。お約

束事として、賃貸の、まず向かうと。そうい

う中で、１つは、先ほどナンセンスというお

言葉でしたけれども、本当にナンセンスなの

かどうかということは、私はナンセンスでな

いと思って構想を出しているわけです、当然。
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他の自治体でも、県内にもあるんですけれど

も、例えば義務教育までとか、18歳までとか、

いや、あるいは、やはり大学卒業させるまで

は、なかなかするまでは大変だとか、そこの

設定はありますけれども、やはり子育て世帯

のところの負担に沿った形で、それは民間ベ

ースで進めるわけではないので、行政として

進めていくわけなので、そこは一定程度の対

象者というものを施策的な面から設定して賃

貸物件として整備すると。そこのご理解を、

事業スキーム、あるいは分譲の対象者、ある

いは分譲の条件、そこを今後詰めを、事業ス

キームと賃貸のそういった条件も含めて詰め

を行って進めたいと、検討したいということ

を先ほどの冒頭の答弁で私申し上げました。 

   確かに、賃貸に対する当然需要は、他の自

治体なんかの例で見れば、私も幾つか見てい

る中では需要はあって入居されています、他

の市町村から。ただ、地域の状況によっては、

やはり他の市町村からという要件だけではな

かなか、ある意味でいうと、募集が埋まらな

い。そういったことで、段階的というような

形で要件を緩和しながら、町内にも対象を広

げた上でとか、そういったいろいろ軌道修正

も図りながらやっている自治体もございます。 

   あと、先ほど、じゃいずれ18歳、子育ての

負担が、貯金ができるかどうかは別として、

もう子育ての一番お金のかかる時期、そこに

対しては、これから今の案としては、高校生

まで育てる。次の希望者に譲っていただくと。

自分の子供は高校まで全て終わったので、一

番下の子も高校まで終わったので、それは高

校がいいのか大学がいいのかとか、そこはや

っぱりいろいろあるかもしれません。ただし、

もう子供も独り立ちした、あるいはもう子供

は、何で今18歳にしているかというと、河北

町から通う大学生も専門校生もいるかもしれ

ませんけれども、多くの方は親元を離れて就

学するんだろうと。なので、３ＬＤＫのサイ

ズは、次の世代の18歳未満の親と同居する世

代、そこに焦点を当てた住宅政策として考え

ているということであります。大学に行って

も金かかるだろう。子供が一人前になっても

貯金なんてなかなかできないべと、それは分

かります。でも、これは税金を投入して整備

するわけですので、一番、その照準を合わせ

るべき世帯をどう考えるかという視点で十分

詰めを行いたいということであります。 

○漆山光春議長 「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） 町長もおっしゃられ

て、言っていることは何となく理解できるん

ですが、何となくまだ肌で感じない部分もあ

りますので、詳細については、常任委員会並

びに議員全員協議会で、また詳細は説明ある

と思いますので、その辺で協議させていただ

きたいと思います。今ここで言ってもらちが

明きませんので、委員会等でじっくり話し合

っていきたいと思います。 

   もう一つ、そこでちょっと賃貸で気になる

のが、先ほど税金を投入して賃貸で住んでも

らって18歳までいくということはありました

けれども、今現在、サン・コーポラスとか、

いろいろ河北町の住宅に住んでいる方もいら

っしゃいます。その方には全部家賃の補助と

か、もともと安くて設定されているかもしれ

ませんが、そういった形での不平等さが出て

くるんではないかということも懸念されるこ

とだと思います。その辺も含めて、ぜひ協議

させていただきたいと思います。 

   先ほど、私が賃貸をやめて分譲地、区画分

譲地だけにしたらいいんじゃないかというご

提案させていただきましたが、議員研修のと

きに、視察のときに、宮城県の七ヶ宿町とい

うところにお邪魔させていただきました。そ

こも人口的には規模の小さい、財源的にも小

さい、過疎債を使っているという町なんです
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けれども、そこで取り組まれているのが移住

定住、40歳までの夫婦、中学生以下のお子さ

んがいるご家族が対象で、間取りは入居後に

決定して設計業者と打合せを行って、住んで

20年後に家と土地を無償で提供して差し上げ

ますという施策もやっているところがござい

ます。申込みを提出して設計して入居するま

で約８か月の期間がかかります。気になると

ころは、木造２階建てで、家賃ですけれども

１月３万9,000円。敷金、家賃の３か月分の11

万7,000円で、それは移住支援、定住支援を含

めた施策だと思います。 

   やっぱりそういったことを少し考えていな

いと、近隣市町で、賃貸で、３ＬＤＫがすご

くいいんだということを聞いているかもしれ

ませんが、その人それぞれの物差しがあって、

３ＬＤＫも要らない人だっているんですよ。

１ＬＤＫでもいいんだという人もいるんです、

１人子供いれば、という人もいるんです。そ

れを、物差しをどこで基準を取ってはかって

いるの分かりませんが、そういったことも少

し視野を広げて考えていっていただきたいな

と思います。 

   人口減少ということで、歯止めをかける施

策の一つだということは私は認識しているん

ですが、そういった移住定住の支援だけでな

くても、女性の方がやっぱり暮らしやすい町

でなければ、人口増は望めないと思います。

そういったことはよく一般、ネットでも言わ

れていることですけれども、地域の寛容性と

して、特に女性に強く影響するのではないか

と言われています。若い女性が転入しなけれ

ば人口は増加しないし、女性が暮らしやすい

と思える地域になっているかどうか、それも

大切なことではないでしょうか。 

   地元回帰の住宅の開発ということで、地域

力の維持向上につなげ、人口減少の問題に立

ち向かう。本当にやっぱり真剣に取り組まな

いと、総理大臣じゃないですけれども、異次

元の子育て対策とか、もう全然何も中身もな

い状態で、それと同じだと思いますよ。だか

ら今まで少子化少子化、人口減になると分か

っているんですから、そういったことで思い

切った施策、いやお金かけるだけが施策では

ないと思いますけれども、空き家にしろ、今

いっぱい空き家の住宅もあります。その利活

用も含めて、そういったことで、住宅の住環

境を整えるんであったら、そういった広い視

野で見ていっていただきたいと思います。 

   質問要旨の２のＣＣＲＣ－Ｙ構想は、議会

のほうにも何度か最終的なお話もお聞きして

おりますので、それは理解しています。ただ、

やっぱりそういったところも、今までその土

地の地権者ですとか、印鑑を押したくないの

に押した人とかいろいろいらっしゃいますの

で、そういったことも含めて、まちの活性化

につながるよう、森谷町長の手腕で元気なま

ちにしていただきたいと思います。 

   以上で終わります。 

○漆山光春議長 以上で６番東海林信弘議員の一

般質問を終わります。 

   以上で本日の日程は全部終了しました。 

   明日３月９日は午前９時までご参集をお願

いします。 

   本日はこれをもって散会します。 

   お疲れさまでした。 

午後１時４６分  散 会 

 


